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はじめに

　郵政事業の公社化に関する研究会では、郵政事業の公社化及び郵便事業への民間事

業者の参入について、平成１３年８月以来５回にわたって意見交換を行うとともに、

各地における公聴会や有識者からの意見聴取等を行ってきた。

　郵政事業は、明治４年の郵便制度創設以来、郵便局を通じて、郵便、郵便貯金、簡

易生命保険等の国民の日常生活に必要不可欠な生活基礎サービスを提供するととも

に、国際ボランティア貯金、寄附金付郵便葉書等の提供により社会福祉の増進にも寄

与してきたところである。また、全国約 24,700 の郵便局は、国民に最も身近で、親
しみのある公的機関として、郵政三事業のほか、ひまわりサービスやワンストップサ

ービスなどの提供を通じて地域社会のコミュニティ機能の中核を担っており、特に、

今後、市町村合併が進んでいく中で、その存在意義は一層高まっていくものと考えら

れる。こうした郵便局・郵便局ネットワークは、国民共有の生活インフラとして地域

社会にとって必要不可欠な存在となっており、各地における公聴会や有識者からの意

見聴取等においても高く評価されているところである。

　少子高齢化、金融ビッグバンの進展、老後の生活不安の高まりの中で、郵政事業及

び郵便局・郵便局ネットワークがこれまで果たしてきた意義・機能はその必要性が高

まっており、本研究会では、公社化後もこれらを引き続き確保し、充実させていくこ

とが必要との認識の下、郵政事業の実施主体を国から国営の新たな公社に改めるに際

し、これまで以上に経営の効率化を図るとともに、国民利用者の利益の増進を図るた

めには、公社制度はいかにあるべきかという視点から検討を進めてきた。

　この中間報告骨子案は、本研究会におけるこれまでの議論を踏まえ、公社制度に関

し、その制度設計についてさまざまな考え方が存在する中で、現段階における本研究

会の考え方を提示するものであり、今後、パブリックコメントの結果等も踏まえ、さ

らに検討を深めていくこととしている。また、今後、政府内においても所要の調整を

要するものである。なお、郵便事業への民間事業者の参入については、ワーキンググ

ループを設置し検討を行ってきたが、検討課題が多岐にわたるため、現段階において

は論点の整理にとどめざるを得なかった。今後引き続き鋭意検討の上、早急に具体案

をまとめていきたいと考えている。
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第１章　公社化の基本的考え方

１　郵政事業の意義

(1) 郵政事業とは、現行法上は、国が一体的に経営する郵便、郵便貯金、簡易生命

保険等総務省設置法第４条第７９号に規定する事業及び業務をいう。

(2) これらの事業及び業務は、明治４年の郵便制度創設以来、国民の身近に存在す

る郵便局を通じて取り扱うべきと判断された事業及び業務であって、順次法改

正により追加されてきている。

(3) その特徴をとらえれば、郵政事業とは、国民の身近に存在する郵便局を通じて、

ア　全国あまねく、公平に、なるべく安くという理念の下に郵便、郵便貯金、

簡易生命保険などの国の事業を提供するとともに、

イ　年金恩給の支払い、印紙の販売等の国の業務、

ウ　住民票の写しの交付等の地方公共団体等から委託を受けて行う業務

等を独立採算により一体的に提供しているものということができる。

(4) このように、郵政事業は郵便局ネットワークを活用して、国民の日常生活に必

要不可欠な生活基礎サービスを一体的に提供し、地域の拠点として地域社会の

発展に貢献しているものであり、公社化にあたっては郵政事業のこうした意

義・機能を引き続き確保し、充実させていくことが求められるものと考えられ

る。

２　郵便局及び郵便局ネットワークの存在意義

(1) 郵便局ネットワークは、明治４年の郵便制度創設に伴い、郵便物の送達ネット

ワークが整備されたことに始まる。その後、郵便を利用した送金手段として郵

便為替・郵便振替が、また、郵便局という拠点を活用した貯蓄手段・保障手段

として郵便貯金・簡易生命保険が開始され、今では、さまざまな国の業務や受

託業務も取り扱われている。

(2) 三事業等を一体的に提供することにより、効率的なサービスの提供が可能とな

り、約 24,700の郵便局を離島、山間部を含め、全国各地にあまねく設置してい

るところである。こうした郵便局ネットワークは、地域に密着した最も身近な

公的機関として、多くの国民に利用されており、ＡＴＭ提携等を通じて民間企

業にも開放されている。

(3) このように、三事業等を一体的に提供する郵便局ネットワークは、130年間の

国民の利用によって築かれてきた国民共有の生活インフラであり、セーフティ

ネットである。郵便局に行けば様々な生活基礎サービスを利用できるという意

味で地域社会にとって必要不可欠なものとなっている。すなわち、郵便局が身

近に存在すること自体が長い歴史の中で国民に安心感を与え、地域社会のコミ
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ュニティ機能の中核を担っているものである。

(4) 今回の公社化に際しては、郵便局及び郵便局ネットワークのこのような意義・

機能を引き続き確保し、充実させていくことが求められるものと考えられる。

（参考）郵政事業の変遷（総務省設置法に郵政事業として規定される事業・業務の開始時期）

開始時期 事　　業　・　業　　務
明治４年(1871年) 郵便事業

郵便為替事業
明治８年(1875年)

郵便貯金事業
明治32年(1899年) 印紙の販売
明治39年(1906年) 郵便振替事業
明治43年(1910年) 年金恩給の支払い
大正４年(1915年) 国庫金の受払い
大正５年(1916年) 簡易生命保険事業
大正15年(1926年) 郵便年金事業※１

昭和24年(1949年) 電気通信省からの受託業務（電話交換、料金収納、公衆電話の維持・管
理等）※２

昭和25年(1950年) 日本放送協会からの受託業務（放送受信契約の締結・変更・解約の取次
ぎ、放送受信料の集金）

昭和36年(1961年)
国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄
共済組合又は日本電信電話公社共済組合からの受託業務（長期給付金の
支払）※３

昭和53年(1978年) 国民金融公庫※４、沖縄振興開発金融公庫からの受託業務（教育資金貸
付けの申込みの受付等）

昭和63年(1987年) 国債の募集の取扱い及び元利金の支払
平成３年(1991年) 外貨両替並びに旅行小切手の販売及び買取

ＡＴＭ提携サービス
平成11年(1999年)

宝くじの販売等
原動機付自転車等自賠責保険の受託販売
確定拠出年金制度への加入申込みの受付等平成13年(2001年)
住民票の写し等の郵便局での交付

※１　平成３年　簡易生命保険事業に一本化

※２　昭和27年　日本電信電話公社、国際電信電話株式会社からの受託
　　　現　　在　日本電信電話公社は、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社

　　電話交換、料金収納の受託は行われていない。

※３　現　　在　国家公務員等共済組合連合会からの受託業務のみ

※４　現　　在　国民生活金融公庫
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３　郵政事業の公社化の意義

(1) 郵政事業は、中央省庁等改革の一環として、「三事業一体として新たな公社（郵

政公社）」が実施することとされた。（行政改革会議最終報告）

(2) この公社化の意義は、政策の企画立案機能と実施機能の組織的分離という中央

省庁等改革の基本的枠組みの下、① 国民の生活基礎サービスを郵便局ネットワ

ークを活用して全国あまねく提供するという郵政事業の意義は引き続き確保し

つつ、② その実施主体を国から法律により直接設立される新たな公社に改め、

組織、予算、定員等国の行政機関であることに起因する制約を外し（＝自律的か

つ弾力的な経営を可能とする）、企業的経営手法を導入することにより、その経

営の効率化やサービスの改善を図り、③ もって、公共性の高いサービスを、独

立採算制の下で、引き続き全国あまねく提供することを可能とし、国民利用者の

利益の増進を図ることにあると考えられる。

(3) 以上のことから、国民利用者のニーズへの機動的な対応、サービスの質の向上、

民間との連携等によるサービスの多様化等が図られるとともに、市町村合併が進

んでいく中で、国民に一番身近な公的機関として、ひまわりサービス、ワンスト

ップサービスなどの地域社会への貢献施策の一層の充実により、地域社会のコミ

ュニティ機能の中核となる郵便局ネットワークの高度利用が進むことが期待さ

れる。

【考え方】

１　行政改革会議最終報告（以下「最終報告」という。）では、郵政事業について、

次の方針が示されたところである。

(1) 郵政事業については、政策の企画立案機能と実施機能を組織的に分離するとと

もに、実施機能について自律的、効率的な運営の徹底を図るという中央省庁等改

革の基本的な考え方の下、三事業一体として公社が実施することとする。

(2) 郵政事業等の国の現業は、「国民経済上必要なサービスを提供する公的責任を

もった「国の経営する企業」であり、基本的に採算性、企業的性格を有するもの

である」ため、次のような視点により見直すこととする。

ア　主体的で創造性に富む柔軟な業務運営を認めることを通じて、効率化を推進

する。

イ　任務の適正な遂行を基本としつつ、組織・人員のスリム化、民間委託等を推

進する。

ウ　国が責任をもって実施する必要のある部分については、そのために必要な仕

組みを整備するとともに、国民に必要なサービスを確保するため、必要に応じ、

制度的な手当てを行う。

２　中央省庁等改革基本法（以下「基本法」という。）は、最終報告を踏まえ、郵政

公社について以下の基本的な枠組みを規定している。
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(1) 公社の経営については、独立採算制の下、自律的かつ弾力的な経営を可能とす

る。

ア　主務大臣の監督は法令で定めるものに限定する。

イ　予算及び決算は、企業会計原則に基づき処理し、毎年度の国会議決を要しな

いこととするなど統制は最小限とする。

ウ　経営に関する具体的な目標の設定、中期経営計画の策定及びこれに基づく業

績評価を実施する。

(2) 財務、業務及び組織の状況、経営目標、業績評価の結果その他経営内容に関す

る情報の公開を徹底する。

(3) 職員については、設立法により、国家公務員としての身分を特別に付与し、そ

の地位については次を基本とする。

ア　団結権、団体交渉権を有し、争議権は付与しない。

イ　一般職の国家公務員と同様の身分保障を行う。

ウ　総定員法令による定員管理の対象としない。

３　また、中央省庁等改革基本法を踏まえて閣議決定された「国の行政組織等の減量、

効率化等に関する基本的計画」（平成１１年４月２７日）において、総務省本省が

所管する郵政事業の経営の基本的事項については、郵政公社の制度設計にあわせて、

政策の企画立案と実施の分離という中央省庁等改革の基本方針を踏まえ、「政策の

実施に関する機能」を公社に移管するために必要な措置を講ずることとされている。

４　これらを踏まえると、郵政事業の公社化の意義は、政策の企画立案機能と実施機

能の組織的分離という中央省庁等改革の基本的枠組みの下、

(1) 郵便、郵便貯金、簡易生命保険などの国民の生活基礎サービスを郵便局ネット

ワークを活用して全国あまねく提供するという郵政事業の意義は引き続き確保

しつつ、

(2) 事業の実施主体を国から法律により直接設立される新たな公社に改め、組織、

予算、定員等国の行政機関であることに起因する制約を外し（＝自律的かつ弾力

的な経営を可能とする）、企業会計原則の導入等の企業的経営手法を導入するこ

とにより、その経営の効率化を図り、

(3) もって、公共性の高いサービスを、独立採算制の下で、引き続き全国あまねく

提供することを可能とし、国民利用者の利益の増進を図る

　ことにあると考えられる。

５　以上のことから、国民利用者のニーズへの機動的な対応、サービスの質の向上、

民間との連携等によるサービスの多様化等が図られる。また、市町村合併が進んで

いく中で国民に一番身近な公的機関として、ひまわりサービス（過疎地域の高齢者

に対して外務職員による励ましの声かけや郵便物の集荷サービスを行うもの）や住

民票の写しの交付等のワンストップサービスなどの地域社会への貢献施策の一層
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の充実が図られ、地域のコミュニティ機能の中核となる郵便局ネットワークの高度

利用が進むことが期待されるものである。
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行政改革会議最終報告（平成９年１２月３日）　抜粋

Ⅳ　行政機能の減量（アウトソーシング）、効率化等

１　基本的な考え方

(1) 「Ⅲ　新たな中央省庁の在り方」で述べたとおり、国の行政の役割を見直す基
本的な視点は、「官から民へ」、「国から地方へ」にある。

この観点から行政を見直すことは、同時に、組織、事務・事業について、官民

の役割分担、地方分権、民間能力の活用の見地からの見直しを徹底的に進めてい

くことでもある。

(2) これに当たり、行政機能の減量（アウトソーシング）は、重要な課題となる。
事務・事業の民営化、民間移譲を行うとともに、それが困難な事務・事業であっ

ても、政策の企画立案機能と実施機能の分離という基本的な考え方に立って、実

施機能については、外局（実施庁）制度及び独立行政法人制度を活用し、その自

律的、効率的な運営の徹底を図る。

また、事務・事業において、行政機関自らが行う必要性が乏しく、民間に委託

した方が効率的な事務・事業は、その委託を大幅に進める必要がある。

２　減量（アウトソーシング）の在り方

 (1) 現業の改革
①　基本的な考え方

ア　現在、現業としては、郵政事業、国有林野事業、造幣事業及び印刷事業が

あるが、これらの現業については、以下により抜本的に改革すべきである。

イ　現業は、国民経済上必要なサービスを提供する公的責任をもった「国の経

営する企業」であり、基本的に採算性、企業的性格を有するものであるため、

次のような視点による見直しを行う。

ａ　主体的で創造性に富む柔軟な業務運営を認めることを通じて、効率化を

推進する。

ｂ　任務の適正な遂行を基本としつつ、組織・人員のスリム化、民間委託等

を推進する。

ｃ　国が責任をもって実施する必要のある部分については、そのために必要

な仕組みを整備するとともに、国民に必要なサービスを確保するため、必

要に応じ、制度的な手当てを行う。

ウ　以上の観点に立ち、検討した結果、下記のとおりの結論とする。

②　郵政事業

ア　郵政三事業一体として新たな公社（郵政公社）とし、法律により、直接設

立する。（５年後に郵政公社に移行）

イ　新たな公社とすることにより、以下の点を実現する。

ａ　独立採算制の下、自律的、弾力的な経営を可能とすること。

（事前管理から事後評価への転換）

・　主務大臣による監督は、法令に定める範囲内に限定。

・　予算及び決算は、企業会計原則に基づき処理するとともに、国によ

　　　　　る予算統制は必要最小限（毎年度の国会議決を要しない）。

　　　　　（年度間繰越、移流用、剰余金の留保等を可能）

（参考）
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・　中期経営計画の策定、これに基づく業績評価の実施。

（経営に関する具体的な目標を設定）

・　これらにより、民営化等の見直しは行わない（国営）。

ｂ　経営情報の公開を徹底すること。

・　財務、業務、組織の状況、経営目標と業績評価結果など経営内容に関

する情報の徹底公開。

ｃ　職員の身分については、設立法により、国家公務員としての身分を特別

に付与すること。

・　団結権、団体交渉権を付与し、争議権は付与しない。

・　一般職の国家公務員と同様の身分保障を行う。

・　総定員法令による定員管理の対象から除外する。

ウ　剰余金の国庫納付については、その是非を含めて合理的な基準を検討する。

エ　資金運用部への預託を廃止し、全額自主運用とする。

オ　郵便事業への民間企業の参入について、その具体的条件の検討に入る。

カ　報奨金制度については、経営形態の見直しに併せて検討する。

（参考）　　　　　　　新たな公社及び独立行政法人について

新たな公社 一般の独立行政法人

性格 国の企業（国営） 国の事務・事業

基本的な考え方 独立採算の下に置かれ、企業

的性格の強い事業について、

法人格を付与し、企業的な組

織・業務運営を行う

公共的な事務・事業について、

独立の法人格を有する法人を

設け、弾力的・効果的な組織・

業務運営によって、効率性・

質・透明性の向上を図る

対象業務の性格 国民経済上必要なサービス

を提供する事業であって、採

算性、企業的性格を有するも

の

完全に民間の主体にゆだねる

ことのできない公共的な性格

を有する業務であって、国が自

ら直接実施する必要があると

までは言えない業務

職員の身分 国家公務員 業務の性格に応じて、国家公務

員であるもの、国家公務員でな

いものの両類型あり

財源等 独立採算が基本 独立採算によることが適当で

ないものについては、国からの

交付金など所要の財源措置

設立形式 個別の設置法により設置 共通法に基づき、法令により設

置

その他 独立行政法人の仕組みのう

ち、中期的目標管理、評価な

ど、新型公社においても応用

可能なものについては、極力

取り入れる
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中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
号
）　

抜
粋

　
　
　

第
四
章　

国
の
行
政
組
織
等
の
減
量
、
効
率
化
等

　
　
　
　

第
二
節　

現
業
の
改
革

　

（
郵
政
事
業
）

第
三
十
三
条　

政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
に
従
い
、
総
務
省
に
置
か
れ
る

郵
政
事
業
庁
の
所
掌
に
係
る
事
務
を
一
体
的
に
遂
行
す
る
国
営
の
新
た

な
公
社
（
以
下
「
郵
政
公
社
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一　

郵
政
公
社
は
、
第
十
七
条
第
七
号
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
移
行

の
時
に
、
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二　

郵
政
公
社
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
独
立
採
算
制
の
下
、
自
律
的
か
つ

弾
力
的
な
経
営
を
可
能
と
す
る
こ
と
。

三　

主
務
大
臣
に
よ
る
監
督
に
つ
い
て
は
、
法
令
で
定
め
る
も
の
に
限
定

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四　

予
算
及
び
決
算
は
、
企
業
会
計
原
則
に
基
づ
き
処
理
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
予
算
に
つ
い
て
毎
年
度
の
国
会
の
議
決
を
要
し
な
い
も
の
と
す

る
ほ
か
、
繰
越
し
、
移
用
、
流
用
、
剰
余
金
の
留
保
を
可
能
と
す
る
な

ど
そ
の
統
制
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

五　

経
営
に
関
す
る
具
体
的
な
目
標
の
設
定
、
中
期
経
営
計
画
の
策
定
及

び
こ
れ
に
基
づ
く
業
績
評
価
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
よ
り
民
営
化
等
の
見
直
し
は
行
わ
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

七　

財
務
、
業
務
及
び
組
織
の
状
況
、
経
営
目
標
、
業
績
評
価
の
結
果
そ

の
他
経
営
内
容
に
関
す
る
情
報
の
公
開
を
徹
底
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

八　

職
員
に
つ
い
て
は
、
郵
政
公
社
を
設
立
す
る
法
律
に
お
い
て
国
家
公

務
員
と
し
て
の
身
分
を
特
別
に
付
与
し
、
そ
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
次

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
を
基
本
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　

イ　

団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
を
行
う
権
利
を
有
す
る
も
の
と

し
、
争
議
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

一
般
職
の
国
家
公
務
員
と
同
様
の
身
分
保
障
を
行
う
こ
と
。

　
　

ハ　

職
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
三
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
く
政

令
に
よ
る
管
理
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
。
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総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）　

抜　

粋

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

総
務
省
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

七
十
九 

 

郵
政
事
業
と
し
て
国
が
一
体
的
に
経
営
す
る
次
に
掲
げ
る
事

業
及
び
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

イ 
 

郵
便
事
業

ロ 
 

郵
便
貯
金
事
業
、
郵
便
為
替
事
業
及
び
郵
便
振
替
事
業

ハ 
 

簡
易
生
命
保
険
事
業

ニ 
 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
附
帯
す
る
業
務
、
東
日
本
電
信

電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
日
本
放
送
協
会
、

国
民
生
活
金
融
公
庫
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
又
は
国
家
公
務
員

共
済
組
合
連
合
会
か
ら
委
託
さ
れ
た
業
務
及
び
電
気
通
信
事
業
法

（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
際
電
信
電
話
株
式
会
社
か
ら
委
託
さ
れ
た
電
報
の
取
扱
い

に
関
す
る
業
務
、
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
業
務
、
年
金
及
び

恩
給
の
支
払
そ
の
他
の
国
庫
金
の
受
入
れ
払
渡
し
に
関
す
る
業
務
、

国
債
、
地
方
債
又
は
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い

て
保
証
し
て
い
る
社
債
そ
の
他
の
債
券
の
募
集
の
取
扱
い
、
証
券
の

保
護
預
り
及
び
元
利
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
、
本
邦
通
貨
と
外
国

通
貨
の
両
替
並
び
に
本
邦
通
貨
を
対
価
と
す
る
旅
行
小
切
手
の
受

託
販
売
及
び
買
取
り
に
関
す
る
業
務
、
郵
便
貯
金
及
び
預
金
等
の
受

払
事
務
の
委
託
及
び
受
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
七
十

八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
一
項
の
金
融

機
関
か
ら
委
託
さ
れ
た
金
銭
の
受
入
れ
又
は
払
渡
し
等
に
関
す
る

業
務
並
び
に
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十

四
号
）
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
受
託
銀
行
等
か
ら
再
委
託
さ
れ

た
当
せ
ん
金
付
証
票
の
売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
品
の
支
払
又

は
交
付
に
関
す
る
業
務
、
郵
政
官
署
に
お
け
る
原
動
機
付
自
転
車
等

責
任
保
険
募
集
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六

十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
損
害
保
険
会
社
等

か
ら
委
託
さ
れ
た
原
動
機
付
自
転
車
等
責
任
保
険
募
集
に
関
す
る

業
務
並
び
に
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
年
金
基
金
連
合
会
か
ら

委
託
さ
れ
た
業
務
及
び
同
法
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確

定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
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第２章　公社の骨格

１　公社制度についての基本的な考え方

　(1) 郵政公社設立の考え方（基本法の枠組み）

基本法に示された郵政公社設立の考え方は、以下のとおりである。

ア　郵政事業を一体として経営する新たな公社（郵政公社）を法律により直接設

立する。

イ　郵政公社に民間企業的な経営手法を導入する。

①　独立採算制の下、自律的かつ弾力的な経営を行う。

②　経営に関する具体的な目標の設定、中期経営計画の策定及びこれに基づく

業績評価を実施する。（予算の国会議決を要しない等その統制は必要最小限

とする。）

③　公社の会計は、企業会計原則に基づくこととする。

④　経営内容に関する情報公開を徹底することとする。

ウ　郵政公社の職員は国家公務員の身分を有することとする。

　(2) 郵政公社への国の関与

ア　国は、法令の定めるところにより、

①　政策目的の観点から、郵政事業が適正かつ確実に実施されるよう、

②　また、郵政公社の設立の趣旨に従い、郵政公社の経営が効率的に行われ、

郵政事業の健全経営が確保されるよう、

郵政公社の経営を監督するものとする。

イ　具体的には、①事前管理から事後評価への移行を基本として、中期経営目

標及び中期経営計画の認可、業績（中期経営目標達成状況）評価の実施、業

績評価を踏まえた公社の長の任命及び解任、②料金・約款等の認可、業務方

法書の認可、③報告聴取、立入検査、業務改善命令等を行うこととする。

　　

【考え方】

郵政公社への国の関与（監督）は、①政策目的の観点をふまえた郵政事業の適正か

つ確実な実施の確保、及び②公社設立の趣旨をふまえた郵政公社の健全経営の確保の

２つの観点から行われるものである。

このため、中期経営目標及び中期経営計画の認可、業績（中期経営目標達成状況）

評価の実施、業績評価を踏まえた公社の長の任命及び解任等を行うとともに、料金・

約款等の認可、業務方法書の認可等を行うこととするものである。

さらに、報告聴取、立入検査、業務改善命令等の措置を行うこととするものである。
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　(3) 公社法制の構成

　こうした基本的な考え方を、

①　郵政事業を経営する日本郵政公社（仮称）を設立するための所要の措置

を規定した日本郵政公社法（仮称）（以下「公社法」という。）及び、

②　郵便法、郵便貯金法、簡易生命保険法等事業関係法令の改正に盛り込む

こととする。

２　公社の設立等

　(1)　法人の設立

公社法により、日本郵政公社（以下「公社」という。）を平成１５年中（平成

１５年度）に直接設立するものとする。

【考え方】

 　平成１５年中としているのは、基本法第１７条第７号によるものである。

　（参考）基本法第１７条第７号

七  郵政事業について、次に掲げるところによること。

イ （略）

ロ  郵政事業の実施に関する機能を担う外局として置かれる郵政事業庁は、

この法律の施行の日（注：平成１０年６月１２日）から起算して五年を経

過する日（その日が郵政事業庁の設置の日（注：平成１３年１月６日）か

ら起算して二年を経過する日より前である場合は、同日）の属する年にお

いて、第三十三条第一項に規定する国営の新たな公社に移行すること。

　(2) 資本金

ア　公社設立の際現に郵政事業特別会計、郵便貯金特別会計及び簡易生命保険特

別会計（以下「郵政事業特別会計等」という。）に属する権利及び義務は､その

時において公社が承継する。

イ　公社が郵政事業特別会計等から権利及び義務を承継したときは、基本的に

は、その承継された権利に係る資産の価額から承継された義務に係る負債の価

額を控除した額が、公社の設立に際し政府から公社に対し出資されたものと

し、当該金額を資本金の額とする。

ウ　政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、

公社に追加して出資することができることとし、この場合、公社は、その出資

額により資本金を増加するものとする。

【考え方】
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１　郵政事業特別会計等に属する権利及び義務の承継

　国は、「郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社を設

立する」（基本法第３３条第１項）こととされており、公社が国に代わって、郵政

事業に係るサービスの適正かつ確実な提供を維持していくためには、公社設立の際、

現に郵政事業特別会計、郵便貯金特別会計及び簡易生命保険特別会計に属する権利

及び義務を、その時において公社が承継する必要がある。

これに伴い、郵政事業特別会計法、郵便貯金特別会計法及び簡易生命保険特別会

計法は廃止することとする。

また、公社の設立に際して廃止される簡易保険福祉事業団に属する権利及び義務

についても承継することとする。

２　政府からの出資

特別会計を廃止し、新たに設立される特殊法人にその権利及び義務を承継させる

場合の通例に従い、基本的には、承継に係る資産の価額から負債の価額を控除した

額が、政府から公社に対し出資されたものとみなすこととする。この場合、公社の

会計は企業会計原則に基づき処理することとされていることから、これまで未認識

だった資産（棚卸資産等）及び負債（退職給付引当金等）についても、承継の際に

新たに計上することとする。

３　承継財産の価額の評価

公社が承継した財産の価額は、総務大臣が任命する学識経験者等の評価委員が評

価した価額とし、その額を決定しようとするときは、公社の設立の日現在における

時価を基準とすることとする。ただし、当該財産の種類、用途その他の事項を勘案

して時価によることが適当でないと認めるときは、当該財産の時価によらないこと

ができることとする。

　(3) 機関

ア　役員

①　公社に、役員として、公社の長、次長、理事及び監事を置くものとする。

②　公社の長は、理事会が決定する事項以外の事項の決定権を有するほか、理

事会の決定に従い、また、自らの決定に従い、業務を執行するものとする。

次長は、公社を代表し、上級役員として公社の長の職務全般の執行を補佐す

るものとする。また、理事は、公社の長が定める担当業務について長及び次

長を補佐するものとする。

③　監事は、公社の業務を監査し、また、監査の結果に基づき必要があると認

めるときは公社の長又は総務大臣に意見を提出することができるものとす

る。
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④　理事及び監事のうち、一定数以上を公社の役職員又は政府の職員等であっ

た者以外の者から任命するものとする。

　　イ　理事会の設置及び任務

①　公社に、理事会を置くものとする。

②　理事会は、公社の長、次長及び理事をもって組織するものとする。

③　理事会は、中期経営目標、中期経営計画の作成等重要事項について審議し、

決定するものとする。

【考え方】

１　法人の意思決定機関には、法人の長が単独で決定する独任制と、多数決により決

定する合議制がある。独任制は、迅速に決定が行われる利点はあるが、長の権限が

大きくなりすぎる恐れがあり、一方、合議制は、慎重かつ適切な判断に資する面が

ある一方で、意思決定の迅速さを損ねる恐れがある。

２　公社については、その社会的、経済的影響力の大きさに鑑み、慎重かつ適切な経

営判断が要請される。しかし、すべての事項を合議制により決定していたのでは、

迅速性を著しく欠くこととなる。

３　こうしたことを踏まえ、公社に、役員（監事を除く。）を構成員とする合議制の

理事会を設置することとし、中期経営目標の作成等重要事項に限って理事会に決定

権限を付与することとする。

なお、理事会の決定事項以外の事項については、公社の長（及び権限を委譲され

た次長及び理事）の専決事項として、迅速な経営判断を行わせることとする。

４　なお、理事及び監事については、外部の知見を活用する観点から、一定数以上を

公社の役職員、政府の職員等であった以外の者から任命するよう義務付けることと

する。

　　ウ　役員の任命

①　公社の長及び監事は、審議会（郵政審議会を改組したものを想定。以下同

じ）の推薦に基づき、総務大臣が任命するものとする。

②　次長及び理事は、公社の長が任命するものとする。

　　エ　役員の任期

①　公社の長及び次長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とするも

のとする。

②　役員は、再任することができるものとする。

　　オ　役員の解任

　総務大臣又は公社の長は、それぞれその任命に係る役員の職務の執行が適当

でないため公社の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当
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該職務を行わせることが適切でないと認めるとき等の場合には、その役員を解

任することができるものとする。

　

【考え方】

１　役員の任免について

(1) 公社の長の任命については、適切な人材を選定するため、審議会の推薦に基づ

き、総務大臣が行うこととするものである。また、総務大臣は、業績評価（Ｐ.

１８参照）を踏まえ、長の再任の是非について判断し、また、職務の遂行が適切

でないため業績が悪化したような場合には、任期途中であっても長を解任するこ

とができることとする。

(2) その他の役員については、公社の長の判断で自律的な経営が行えるよう長に任

免権を付与することとする。

(3) 監事については、公社の長、次長及び理事が行う公社の業務を監査するもので

あり、公社の業務執行を行う公社の長その他の役員から独立すべきものであるこ

とから、審議会の推薦に基づき、総務大臣が任免を行うこととする。

２　役員の任期について

(1) 公社の長の任期については、その経営責任を明確にするため、中期経営目標期

間の間は一貫して経営を行わせることが望ましいことから、長の任期は、中期経

営目標期間（４年）と一致させ、４年とすることとする。

(2) 次長については、公社の長の職務を全面的に補佐する必要があることから、長

の任期と一致させ、これを４年とすることとする。

(3) 理事の任期については、公社の長が自ら任命した理事に業務を執行させること

が望ましく、長がその任期中に理事の任免権を行使する機会を与えることが適当

である。このため、理事の任期は長の任期の２分の１とし、２年とすることとす

る。

(4) 監事については、その役割が年度ごとの業務監査が中心となることから、必ず

しも公社の長の任期に連動する必要性はないこと、また、総務大臣による信任の

機会を多く設けることを考慮し、その任期を２年とすることとする。

　(4) 組織等

　　ア　郵便局

　　郵便局の意義を踏まえ、公社は、郵便、郵便貯金等及び簡易生命保険をあま

ねく提供するための拠点として、郵便局を設置するものとする。

【考え方】

１　郵便局は国民共有の生活インフラであり、地域社会において必要不可欠な存在と
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なっている。こうした郵便局の意義を踏まえ、公社は、郵便、郵便貯金等及び簡易

生命保険をあまねく提供するための拠点として、郵便局を設置するものとする。

２　公社の内部組織等については、自律的かつ弾力的な経営を図る観点から原則とし

て法定しないこととする。

イ　郵政監察官の在り方

司法警察員である郵政監察官を公社に置くこととし、これに関する規定を公

社法に置くこととする。

【考え方】

　　郵政事業に対する犯罪を捜査するため、公社に司法警察員である郵政監察官を置

くこととする。

ウ　簡易保険福祉事業団等の在り方

　　　①　簡易保険福祉事業団の在り方

簡易保険福祉事業団は廃止し、必要な機能に限定して公社に移行すること

とする。

【考え方】

特殊法人等改革の議論も踏まえつつ、次の方向で見直しを行うこととする。

１　組織形態の在り方

ア　簡易保険福祉事業団は、簡易生命保険の負う使命の達成に資するため、加入者

福祉施設の設置及び運営を適切かつ能率的に行うことを目的として、昭和３７年、

もともと国（旧郵政省）が行っていた加入者福祉施設の設置・運営業務の代行機

関として設立された法人である。

イ　公社化に伴い、国とは別人格の公社が設立されることから、簡易保険福祉事業

団を存続させる積極的意義がなくなるため、公社に統合し、事業団を廃止するこ

ととする。

２　業務の在り方

　業務全般について、大幅な見直しを行い、必要な機能に限定して公社に移行する

こととする。

(1) 加入者福祉施設の設置・運営事業

ア　加入者福祉事業は、簡易保険加入者の健康を維持し、その福祉を増進するの

みならず、加入者とのつながりを確保することにより、死亡率の安定や契約の

維持を通じて、健全な事業経営基盤を確保する観点から、簡易生命保険事業で

は、大正５年の創業以来、保険給付事業と併せて実施してきており、その一環
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として簡易保険福祉事業団が老人福祉施設等の加入者福祉施設を設置・運営し

ている。この加入者福祉施設の設置・運営業務に要する費用は、原則、国の負

担とされているが、その源泉は一般会計財源ではなく、簡易生命保険加入者が

任意に支払っている保険料である。

イ　簡易生命保険加入者が任意に支払っている保険料により営まれていること

を踏まえ、加入者利益の視点に立ち、郵政事業の効率的運営と適切なサービス

受益確保の両面から、以下の方向で検討を行うとともに、公社に移行すること

とする。

①　郵政事業の効率的運営を図る視点から、不採算施設の統廃合、組織・定員

の徹底したスリム化や、民間委託化等運営の外部化を一層推進するなど抜本

的改革を行う。

②　適切なサービス受益確保の視点から、障害者・高齢者対応や健康維持機能

の強化など、加入者にとって特に有用な機能を重視した事業運営を行う。

(2) 郵貯・簡保の資金運用事業

　郵貯・簡保が直接運用できない株式等の資産も組み込み、郵貯・簡保資金全体

として幅広く分散投資を行うことによって、安定した運用収入の確保を図るため

に郵貯・簡保の資金運用事業を行っており、資金全体として適切なリスク管理・

ポートフォリオ管理を行い、より効率的な運用を図る観点から、公社に移行する

こととする。

(3) 土地高度利用事業

　郵便局上部への事務所等施設の合築及びこれらの施設の貸付業務を行うこと

により、郵便局用地の高度利用を図るとともに、当該業務を通じて郵政事業の経

営基盤の強化に資するために土地高度利用事業を行っているが、土地を貸し付け

ている郵政事業特別会計が廃止されることに伴い、業務自体を廃止することとす

る。

　　　②　郵便貯金振興会の在り方

ⅰ　郵便貯金振興会は認可法人としては廃止。公社化に合わせ財団法人又は

株式会社（公社子会社）へ形態変更する。

ⅱ　周知宣伝施設は国から公社に承継。閣議決定に基づき、廃止、民営化そ

の他合理化を推進する。

【考え方】

１　郵便貯金周知宣伝施設は郵便貯金法に基づき国が設置。同法により管理運営を郵

便貯金振興会に委託したもので、国から郵便貯金振興会に出資・補助は行っていな
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い。

２　郵便貯金振興会は昭和４４年財団法人として設立。昭和５２年国有財産の運営責

任の明確化の観点から認可法人化。昭和６１年臨調最終答申に基づき民間法人化さ

れた。

３　平成１３年８月 10 日、特殊法人等改革推進本部に報告された「特殊法人等の個

別事業見直しの考え方について」において、民間法人化された特殊法人等について

も、「自立化の原則」に則り、各省庁において法人のあり方を原点から見直し、年

内に方針をとりまとめることが適当とされたところ。

４　今回の公社化により、周知宣伝施設が国有財産から公社財産となることに伴い、

郵便貯金振興会は認可法人としては廃止。財団法人又は株式会社（公社子会社）へ

形態変更する。

５　周知宣伝施設については、「民間と競合する公的施設の改革について」（閣議決

定（平成 12年 5月 26日））に基づき、個々の施設の経営成績を明確にし、廃止、

民営化その他合理化を行う。

エ　逓信病院の在り方

① 逓信病院は、公社の職員等の健康を保持する事務を行うための公社の設置

する医療機関とする。

②　逓信病院の経営に当たっては、企業会計原則に基づきその収支を明確に

するとともに、組織、定員について効率化を推進することにより、経営基

盤の強化を図る。

【考え方】

１　人力依存度の高い郵政事業においては、健全な労働力確保が、事業運営の基本で

あり、特に、バイクに乗務しての外務作業等、郵政事業特有の作業に係る疾病等の

早期発見、早期治療を可能とする職員の健康管理は、円滑な事業サービスの提供に

必要不可欠であり、現在、職域病院としての逓信病院がこの役割を担っている。

２　公社においても、郵政事業の円滑な運営のために、引き続き職員等の健康管理は

重要である。

３　公社における逓信病院の経営に当たっては、企業会計原則に基づきその収支を明

確にし、合理化、効率化等を一層推進することにより、経営基盤の強化を図る。
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３　公社の経営

　(1) 中期経営目標及び中期経営計画等

ア　公社は、４事業年度を１期とする「経営の具体的な目標」（以下「中期経営

目標」という。）及び中期経営目標を達成するための計画（以下「中期経営計

画」という。）を作成し、総務大臣の認可（認可に際しては審議会の意見を聴

くこととする。）を受けるとともに、中期経営計画に基づき毎事業年度の経営

に関する計画（以下「年度経営計画」という。）を定め、総務大臣に届け出る

ものとする。

イ　中期経営目標及び中期経営計画の内容は次のとおりとする。

① 中期経営目標

・ 郵政事業の適正かつ確実な実施に関する事項

・ 経営の効率性確保に関する事項

・ 経営の健全性確保に関する事項

② 中期経営計画

・ 事業計画

・ 予算

・ 資金計画（借入金及び債券発行の限度額を含む。）

・ 資金運用計画

・ 予定貸借対照表及び予定損益計算書

ウ　公社は、中期経営目標、中期経営計画又は年度経営計画を変更することがで

きる。なお、総務大臣は、社会的経済的事情の変動により、認可した中期経営

目標又は中期経営計画が著しく不適当となったと認める場合、審議会の意見を

聴いた上でこれらを変更するよう命じることができるものとする。

エ　公社は、①毎事業年度終了後に、当該事業年度における中期経営計画の実施

状況を盛り込んだ事業報告書、②中期経営目標期間終了後に、当該中期経営目

標の達成状況を盛り込んだ事業報告書、をそれぞれ作成し、総務大臣に提出す

るものとする。また、総務大臣はこれらの事業報告書を承認を行った財務諸表

とともに国会に報告するものとする。

　(2) 業績評価

ア　総務大臣は、毎事業年度終了後及び中期経営目標期間終了後に公社の業績評

価を行うものとする。すなわち、

①　中期経営目標期間終了後、総務大臣は事業報告書等を参考とし、中期経営

目標の達成状況を調査、分析することとする。総務大臣は調査分析結果を考

慮し、また、審議会の意見を聴いて当該中期経営目標期間における公社の業
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績評価を行う。

②　また、毎事業年度終了後においても同様に、総務大臣は、当該事業年度に

おける中期経営計画の実施状況について評価を行う。

イ　総務大臣は、評価の結果必要がある場合には、あらかじめ、審議会の意見を

聴いて公社に経営の改善に必要な措置を命ずることができるものとする。

ウ　総務大臣は、評価結果を国会に報告後、公表するものとする。

【考え方】

１　中期的目標管理については、基本法でその導入が求められているところである。

その意義は、特殊法人等で通例行われている事前管理の手法である予算統制に代わ

り、中期経営目標等を定め、総務大臣が事後的にその達成状況を評価することによ

り、

①　郵政事業を構成する事業及び業務の目的に従い、公社の事業及び業務が適正

かつ確実に実施されるよう、

②　また、公社の設立の趣旨に従い、公社の経営が効率的に行われ、健全経営が

確保されるよう、

　公社に促し、業績評価結果が公社の業務運営に反映されるようにするとともに、業

績評価の結果必要がある場合には総務大臣が経営の改善に必要な措置を命ずるこ

とができることとするものである。

２　この観点から、中期経営目標の内容は、

①  郵政事業の適正かつ確実な実施に関する事項

②　経営の効率化確保に関する事項

③　経営の健全性確保に関する事項

とすることが適当と考えられる。また、中期経営目標を達成するための中期経営計

画の内容については、

①　事業計画

②　予算

③　資金計画（借入金及び債券発行の限度額を含む。）

④　資金運用計画

⑤　予定貸借対照表及び予定損益計算書　等

とすることが適当であり、また、その作成にあたっては事業区分ごとの内容が明ら

かになるようにするものとする。

３　総務大臣は、事業報告書及び承認を行った財務諸表、業績評価結果を国会に報告

することとする。これは、総務大臣は国会に対して公社の監督責任を負っており、

公社の経営状況及びこれに対する業績評価を国会が把握できるようにしておく必

要があるためである。
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　(3) 業務方法書

公社は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなけれ

ばならないものとする。また、これを変更するときも同様とする。

【考え方】

　業務方法書は、郵政事業の適正かつ確実な実施のため、業務の実施方法の要領を

記載し、公社が業務執行にあたって従うべきルールを明確にするものであり、総務

大臣の認可に係らしめることとする。

なお、総務大臣は、郵政事業の適正かつ確実な実施のため必要があると認めると

きは、業務方法書の変更を命じることができることとする。

４　財務・会計

(1) 企業会計原則

　公社の会計は、企業会計原則に基づき処理するものとする。

【考え方】

　　郵政事業の会計は、現在、財政法、会計法、郵政事業特別会計法等、国の会計法

令に従って処理されているが、基本法第３３条の規定を踏まえ、公社の会計は、「企

業会計原則に基づき処理する」こととするものである。

　（参考）

　　　企業会計原則とは、「企業会計原則」（昭和24年7月9日経済安定本部企業会計

制度対策調査会中間報告）を頂点とし、企業会計審議会によって定められた各種

の下位の基準や、日本公認会計士協会による実務指針、明文化されていない企業

実務上の会計慣行などから構成される会計処理の包括的な体系を指す。

(2) 財務諸表等

ア　公社は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理

に関する書類その他の書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）

を作成し、監事及び会計監査人の意見をつけて総務大臣に提出し、その承認を

受けなければならないものとする。

イ　財務諸表においては、事業部門別の財務状況を明らかにするものとする。

ウ　総務大臣は、財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、審議会の意

見を聴かなければならないものとする。

エ　公社は、総務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告

し、かつ、財務諸表並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事
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務所に備えて置くものとする。

【考え方】

１　郵政事業の財務書類は、郵政事業特別会計法、郵便貯金特別会計法、簡易生命保

険特別会計法施行令等において定められ、国の歳入歳出決算として、国会に提出さ

れている。

２　公社は、郵政事業の実施に関して国から出資された経済資源に関する情報を、出

資者及び監督者である国に説明する責任を負うものである。なお、当該説明責任は、

国の主権者であり、郵政事業の利用者である国民に対しても充足される必要がある。

３　公社には、経営内容に関する情報公開を徹底すること（基本法第３３条第１項第

７号）が要請されており、説明責任の観点から、財務諸表には、各事業部門の財務

内容を明らかにした書類を含めるものとする。

　(3) 郵便貯金資金及び簡易生命保険資金

公社は、郵便貯金資金及び簡易生命保険資金をその他の資金と区別し、それぞ

れ、確実で有利な方法により、公共の利益の確保にも配意し、かつ、市場に与え

る影響を勘案しつつ運用するものとする。

【考え方】

１　郵便貯金資金及び簡易生命保険積立金は、それぞれ特定された運用対象のもと、

確実で有利な方法により、かつ、公共の利益の確保にも配意しつつ、運用されてい

る。

２　公社においても、健全経営の確保の観点から、郵便貯金資金及び簡易生命保険資

金について、その他の資金と区別し、確実で有利な方法により、公共の利益の確保

にも配意し、かつ、市場に与える影響を勘案しつつ運用するものとする。

(4) 借入金及び債券

ア　公社は、中期経営計画の限度額の範囲内で、借入金をし、又は債券を発行す

ることができるものとする。

イ　公社は、借入金をし、又は債券を発行したときは、遅滞なく、その旨を総務

大臣に届け出なければならないものとする。

【考え方】

１　現在、郵政事業においては、郵政事業特別会計法及び郵便貯金特別会計法の規定

により、借入金若しくは一時借入金をし、又は債券を発行することができることと

されており、その借入金等の限度額については、予算をもって国会の議決を経るこ

ととされている。
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２　公社においても、事業設備（郵便局舎、機械器具等）の取得・維持、業務運営上

の資金繰りの確保等のために、資金の調達を可能とする。ただし、運用に充てるこ

とを目的とした資金の調達は行わない。

３　なお、現行、簡易生命保険特別会計は、郵政事業特別会計に貸付けを行っており、

公社においても、各事業の健全経営の観点から、各事業間の資金融通については、

市場金利を勘案した金利を付して行うことができることとする。

　(5) 外部監査

　　公社は、財務諸表及び事業報告書（事業報告書については、会計に関する部分

に限る。）について、監事の監査のほか、総務大臣が選任する会計監査人の監査

を受けなければならないものとする。

【考え方】

１　公社の財務諸表等の合規性及び客観性を担保するため、外部の独立した機関であ

り、企業会計に関する職業専門家である会計監査人に財務諸表等を監査させること

とする。

２　会計監査人の独立性を確保する観点から、会計監査人（公認会計士又は監査法人）

の選任は、総務大臣が行うものとし、会計監査人は公社の利害関係者であってはな

らないものとする。また、公社と会計監査人の関係が固定化することにより、監査

の客観性が損なわれることを避けるため、会計監査人には任期（１年）を設けるも

のとする。

３　会計監査人は、何時でも、公社の会計帳簿を閲覧し、役職員に対して会計に関す

る報告を求めることのほか、公社の業務及び財産の状況を調査すること等を可能と

するものとする。なお、選任した会計監査人が職務遂行にふさわしくない状況（職

務上の義務違反等）に立ち至ったとき、総務大臣は、当該会計監査人を解任するこ

とができるものとする。

　（参考）

公社は、国の全額出資による設立を予定しているため、会計検査院法に基づき、

引き続き、会計検査院の検査対象となる。

　(6) 税制

公社に係る課税関係については、郵政公社の位置付け、公社の行う郵政事業

の公共性等に鑑み、所要の税制措置を講ずる必要がある。

【考え方】
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１　現在、国に対する、所得課税（法人税等）及び資産課税（固定資産税等）のほぼ

すべてが、非課税とされているところである。

　　※固定資産税に代わるものとして、宿舎等にかかる固定資産税相当分については、国有

資産等所在市町村交付金制度がある。

２　公社は、国とは別の法人格を有することになることから、公社に対する税金につ

いて整理する必要があるが、公社の位置付け、公社の行う郵政事業の公共性等に鑑

み、所要の税制措置を講ずる必要がある。

　（参考）「国、独立行政法人、旧三公社の税制措置」：別紙

　(7) 各種手数料等の取扱い

　公社が国等に対して納付する手数料等のうち、公社の業務運営上必要と認め

られるものについては、公社に対して当該手数料等の支払いを免除する規定を

設けることとする。

【考え方】

公社は国民経済上必要不可欠なサービスを提供するものであり、現行と同様に高

い公共性を有するものである。そこで、公社を国と同様に取扱い、事業の運営にあ

たらせることが妥当であり、その業務運営上必要と認められる手数料等については

国等への納付を免除することとする。
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国、独立行政法人、旧三公社の税制措置

税目 国 独立行政法人
※１

旧三公社

所得課税

所得に租

税の負担能

力（担税力）

を見出して

課税するも

の

【国税】

・所得税

・法人税

【地方税】

・法人住民税

・道府県民税

・市町村民税

・事業税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

消費課税

財・サービ
スの消費に
担税力を見
出して課税
するもの

【国税】

・消費税

【地方税】

・地方消費税

課税

課税

課税

課税

（存在せず）

（存在せず）

資産課税等

資産を取
得したり、保
有したりし
ている場合、
所得の稼得
や財・サービ
スの消費に
着目した場
合には捉え
きれない担
税力に着目
し、資産に対
して課税す
るもの等

【国税】

・地価税

・自動車重量税

・印紙税

・登録免許税

【地方税】

・不動産取得税

・自動車税

・固定資産税

・軽自動車税

・特別土地保有税

・自動車取得税

・事業所税

・都市計画税

・水利地益税

・共同施設税

・宅地開発税

非課税

課税

非課税

非課税

非課税

非課税

　　非課税　※２

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

課税

非課税

非課税

非課税

非課税

自己以外の者が使用して
いるもの以外は非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

（存在せず）

課税

非課税

非課税

直接、その本来の事業の用

に供する不動産で政令で定

めるものは非課税

課税

不動産取得税と同様 ※３

課税

不動産取得税と同様

課税

非課税

不動産取得税と同様

非課税

非課税

課税

※１　独立行政法人のうち、国税にあっては、その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの

又はこれに類するものとして財務大臣が指定をしたもの、地方税にあっては、その資本の金額若しくは出資金額の全部が国により出資

されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであって、その実施している業務のすべてが国から引き継がれた

ものとして総務大臣が指定したものに対する税制措置

※２　国は、所有する固定資産で国以外の者が使用しているものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付

金を交付

※３　旧三公社は、固定資産のうち、病院、診療所、研修用固定資産以外のものについて、当該固定資産所在の市町村に対して、公社有資

産所在市町村納付金を納付（実質的には固定資産税の額の１／２）

別　紙
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５　公表

(1) 公社は、以下の事項について公表しなければならない。

ア　中期経営目標

イ　中期経営計画及び年度経営計画

ウ　事業報告書（公社の組織、常勤職員数を含む。）

エ　財務諸表等

オ　役員の任免　　　　　等

(2) 総務大臣は、以下の事項について公表しなければならない。

ア　業績評価結果

イ　公社の長及び監事の任免　等

【考え方】

利用者及び主権者である国民に対して、公社の経営状況を明らかにするため、公

社の経営情報の公表を公社及び総務大臣に義務付けるものである。

６　役員

　(1) 役員の身分等

　  役員の身分は国家公務員とし、守秘義務等の服務義務を課すものとする。

　(2) 役員の報酬等

ア　役員については、特別職の職員の給与に関する法律及び国家公務員退職手

当法（以下「退職手当法」という。）は適用しないものとする。

イ　役員の報酬及び退職手当（以下「報酬等」という。）は、その職務の内容と

責任に応じ、かつ、公社及びその役員の業績が考慮されるものとする。

ウ　公社は、役員の報酬等の支給基準を定め、総務大臣に届け出るとともに、

公表するものとし、また、審議会がいつでも総務大臣を通じて公社に対して

意見を述べることができるものとする。

【考え方】

１　役員は、国民全体の奉仕者たる国家公務員として職務執行の公正性、中立性及び

国民の信頼を確保することが必要であり、それを担保するため、服務規定（守秘義

務、政治的行為の制限等）及び必要な罰則規定を設けるものとする。

２　公社は、企業的経営が求められるものであるから、その経営責任を有する役員の

報酬等については、公社の業績及び役員個々人の業績を考慮することができる公社

独自の基準を定めることが適当であり、給与額が一律に法定されることとなる特別

職の職員の給与に関する法律及び退職手当額が退職日の俸給月額、勤続年数等に応

じて一律に決定されることとなる退職手当法は適用しないものとする。

３　役員の報酬等については、いわゆる「お手盛り」を防ぐため、公社は報酬等の支
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給基準を総務大臣に届け出るとともに、審議会が報酬等の支給基準が「社会一般の

情勢に適合したものであるか」を判断し、いつでも総務大臣を通じて公社に対して

意見を述べることができるものとする。

また、公社の経営の透明性及び健全性を確保する観点から、報酬等の支給基準に

ついては公社において公表し、国民の監視の下に置くものとする。

７　職員

　(1) 職員の身分

職員の身分は国家公務員とし、原則として国家公務員法の規定を適用するも

のとする。

【考え方】

１　公社職員は、国民全体の奉仕者たる国家公務員であり、職務執行の公正性、中立

性及び国民の信頼を確保するため、現行同様、国家公務員法（以下「国公法」とい

う。）に規定する服務規律を遵守する必要があるほか、公社業務の能率的運営を図

るため、国公法に規定する他の各種根本基準・規律を引き続き適用すべきものであ

る。

※　国公法の各種根本基準・規律

〇　能力実証、成績主義による採用・任用。

〇　職員の能率の発揮と増進を図ることを目的として勤務評定を実施。

〇　意に反する降任・免職の事由を法定（身分保障）。

  　〇　国民全体の奉仕者として公正性、中立性及び国民の信頼を確保するための服

務規律（守秘義務、政治的行為の制限、営利企業への就職制限等）。

２　給与、職員団体に関する規定等は現行同様、適用除外とし、公社が労使交渉を経

て自律的に決定できるものとする。

（参考）

職員については、

・　団結する権利及び団体交渉を行う権利を有するものとし、争議行為をしては

ならないものとすること

・　一般職の国家公務員と同様の身分保障を行うこと

とされているところ（基本法第３３条第１項第８号イ、ロ）。

　

(2) 職員の任免

ア　職員は、公社の長が任命するものとする。

イ　公社の長の職員に対する任命権を部内の上級職員へ委任することができる
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ものとする。

【考え方】

１　公社は、国とは別法人であるので、その職員の任命権を公社の長に属させるもの

とする。

２　また、公社は多数の出先機関と多くの職員をかかえており、公社の長がすべての

任命行為を行うことは困難であることから、現行同様、部内の上級職員に任命権を

委任できるものとする必要がある。

(3) 職員の採用・登用

ア  公社自らの責任と判断により経営上必要な能力を有する職員を採用するた

め、人事院が行う既存の採用試験によらず、公社が採用試験を行うものとする。

イ  選抜登用制度、人事評価制度の改善、充実を図るものとする。

ウ　民間の人材を積極的に登用するため、中途採用、任期付採用の制度を活用す

るものとする。

【考え方】

１　現在、郵政事業職員の採用は、人事院が行う国家公務員採用Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ種試験に

よるほか、郵政事業庁が行う郵政外務職員採用試験等によっている。

２　公社は、独立採算制の下、自律的・弾力的に郵政事業を経営することが求められ

ていることから、経営ニーズに応え得る能力を有する者を自らの責任と判断で適宜

適切に採用することが必要であり、そのための採用試験を公社自らが実施すること

ができるようにする必要がある。

３　また、以前にも増して、意欲、能力、実績に基づく適材適所の人事配置、競争原

理による任用の徹底を図るため、選抜登用制度、透明性、信頼性、納得性ある人事

評価制度を確立するものとする。

４　さらに、専門能力等を有する職員の採用については、民間人材を活用するため、

中途採用を積極的に実施するとともに、任期付採用の制度（任期付職員法、官民交

流法等）を活用するものとする。

(4) 定年制度

　ア　職員の定年制度については、定年年齢６０年を原則とするものとする。

　イ　職員の勤務延長及び再任用の制度を引き続き実施するものとする。

【考え方】

１  公社においても、適正な新陳代謝の促進により、職員の志気の高揚を図り、組織

の活力を維持するとともに、より能率的な公務の運営を図る必要があることから、
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　現行同様、職員の定年年齢は６０年（歳）を原則とする。

２　職務の特殊性等からその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認めら

れる場合の勤務延長、定年退職者等の再任用を引き続き実施するものとする。

(5) 職員の給与

ア　職員については、一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」とい

う。）を適用しないものとする。

イ　職員の給与は、その職務の内容と責任に応じ、かつ、公社の業績及び職員

の発揮した能率が考慮されるものとする。

ウ　公社は、職員の給与の支給基準を定め、総務大臣に届け出るとともに、公

表するものとする。

【考え方】

１　企業的経営を行う公社の職員の給与については、公社の経営判断で独自に（団体

交渉を経て）支給基準を定めることが適当であることから、給与法の規定について

は引き続き適用しないものとする。

２　職員の給与は、職員の公社への貢献の反映、公社の給与支出の弾力化、業績向上

に向けた職員の意欲喚起を図る観点から「職務の内容と責任に応じ、かつ、公社の

業績及び職員の発揮した能率」を考慮して定められるべきものとする。

３　給与の支給基準については、公社の経営についての監督責任及び公社法の施行責

任がある総務大臣に届け出るとともに、公社の経営の透明性及び健全性を確保する

観点から、公社において公表し、国民の監視の下に置くものとする。

(6) 利用貢献手当の見直し

利用貢献手当については、これまでの勧奨実績を大きく反映した手当制度を

改めるとともに、その名称を変更する。

郵便貯金については、顧客満足を向上するための営業活動を評価する制度に

切り替え、併せて支給総額の抑制を図る。簡易生命保険については、その特質

を踏まえつつ郵便貯金と同様の観点からの見直しを行い、実績のみならず職員

の営業活動を総合的に評価する制度とし、併せて支給総額の抑制を図る。

【考え方】

１　国家公務員の給与は職員が発揮した能率を考慮するという給与の根本原則にか

んがみると、職員が発揮した能率の適正な評価及び職員の業務への意欲向上に資す

る給与制度は、公社化後においても必要である。
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２　利用貢献手当については、これまでの勧奨実績を大きく反映した手当制度を改め

るとともに、その名称を変更する。

　　郵便貯金については、今日の金融環境等の変化に適切に対応していくため、顧客

満足を向上するための営業活動を評価する制度とする。簡易生命保険については、

多様化するお客さまニーズに的確に対応していくため、その特質を踏まえつつ郵便

貯金と同様、顧客満足の向上に資するという観点からの見直しを行い、実績のみな

らず職員の営業活動を総合的に評価する制度とする。

３　利用貢献手当について、上記２の制度の見直しに併せて支給総額の抑制を図る。

(7) 退職手当

職員には、退職手当法を適用するものとする。

【考え方】

１　退職手当法は、原則として、常時勤務に服することを要する国家公務員に対して、

特別職であるか、一般職であるかを問わず一律に適用されるものである。

※ 現在、退職手当法の適用を受けていない国家公務員

再任用職員、特定独立行政法人の役員、国会議員の秘書（最高裁判所裁判官及

び防衛庁職員については、退職手当法の特例を定めた法律が適用されている。）。

２　公社職員は、常時勤務に服することを要する国家公務員であるほか、身分保障が

あり、長期勤続を前提とするものである点、他の国家公務員と同様であるので、公

社職員には現行同様退職手当法を適用することが適当である。

(8) 共済組合の組成

公社及び公社の役職員に国家公務員共済組合法を適用し、公社の役職員をもっ

て組織する公社共済組合を設立するものとする。

【考え方】

１　国家公務員については、国家公務員共済組合法（以下「国共法」という。）によ

り、相互救済を目的とする社会保険制度として国家公務員共済組合を設置すること

とされており、これに基づき旧郵政省職員をもって組織する郵政共済組合が設立さ

れている。

２　公社の役職員は、国家公務員としての身分を付与されるものであることから、他

の国家公務員と同様に国共法を適用するものとする。

３　公社は、郵政事業を実施する国営公社として国から独立した法人であること、郵

政共済組合を構成する職員の大部分が公社に移行するものであり、その規模も約 30

万人にのぼること等から、公社を一の職域として総務省とは別に公社の役職員をも
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って組織する新たな共済組合を設立するものとする。

（参考）

郵政共済組合の組合員のうち、公社設立の日において公社の役職員とはならず、

引き続き総務省職員である者は、総務省共済組合の組合員とするものとする。

(9) 労働関係

職員については、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律を適

用し、団結権・団交権を有するが、争議行為を禁止するものとするとともに、あ

っせん、調停及び仲裁については同法の定める制度によるものとする。

【考え方】

１　現在、郵政事業職員には、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法

律（以下「国労法」という。）が適用され、労働三権のうち団結権・団体交渉権が

認められ、争議行為が禁止される一方、争議行為禁止の代償措置としてのあっせ

ん・調停・仲裁制度が保障されている。

２　公社の職員については、「団結する権利及び団体交渉を行う権利を有するものと

し、争議行為をしてはならないものとすること。」（基本法第３３条第１項第８号

イ）とされている。

３　このように公社への移行に当たって、職員の労働三権の扱いに変化が生じないこ

とから、現行と同様に国労法を適用するものとする。

(10) 宿舎制度

公社の職員及び宿舎を国家公務員宿舎法の適用対象外とし、公社において宿舎

を設置・管理するものとする。

【考え方】

１　郵政事業特別会計が設置している宿舎及びその職員については、国家公務員宿舎

法（以下「宿舎法」という。）の適用があり、宿舎の設置、管理は同法の規定によ

っている。

２　公社は、独立採算で事業経営を行うことから、必要な宿舎は自らの負担により設

置するべきものであり、その設置する宿舎は、公社の経営資源の一つとして、公社

自らの経営上の判断に基づき設置、廃止を自律的、弾力的にできる宿舎制度とする

必要がある。

３　そこで、公社が設置する宿舎及びその役職員については、宿舎法の適用対象外と

し、公社において宿舎を設置・管理するものとする。
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第３章　公社の業務

１　総論

　(1) 業務の範囲

公社は、現在、郵政事業として一体的に国が直接経営している事業及び業務を

引き継ぐものとする。

【考え方】

　基本法において、公社は「郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する」旨

規定されており、現在郵政事業として一体的に国が直接経営している事業及び業務

を引き継ぐこととする。

　(2) 業務の委託

公社経営の効率化を進める観点から、外部に委託するほうが効率的な場合に

は業務の適正かつ確実な実施が担保されることを前提として委託を進めること

とする。

このため、公社は簡易郵便局法等に定める場合及び一定の基準に合致する場

合は、その業務の一部を委託することができることとする。

【考え方】

１　公社は郵政事業の適正かつ確実な実施を図るために設立されるものであり、原則

的には業務は自ら行うのが基本と考えられる。

２　しかしながら、中央省庁等改革においては行政組織の減量、効率化が求められて

いるところであり、公社経営の効率化を進める観点から外部に委託するほうが効率

的な場合には、業務の適正かつ確実な実施が担保されることを前提として委託を進

めることとする。このため、公社は簡易郵便局法等に定める場合及び一定の基準に

合致する場合は、その業務の一部を委託することができることとする。

　(3) 民間企業への出資の在り方

ア　公社は、経営の効率化や提供するサービスの質の向上等を図る観点から、一

定の範囲で民間企業に出資することができるものとする。

イ　公社が出資できる事業の範囲は、公社の委託によりその業務の一部を行う事

業及び公社の行う事業と密接に関連する事業とする。

【考え方】

１　郵政公社が公社化の目的とする経営の効率化やサービスの向上を積極的に進め

るためには、組織、予算、定員等の制約を外すだけでなく、業務面においても、公
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社の業務に密接に関連する民間企業のサービス、高度なノウハウ、専門的知見等を

活用することが必要である。

　　一方、公社の提供するサービスは国民経済上必要不可欠なサービスであり、業務

効率化やサービス向上を進めるために民間企業のサービス等を活用する際におい

ても、公社の業務の適正かつ確実な遂行を確保する必要がある。

２　そこで、業務の運営上必要がある場合には、公社の業務運営上重要な委託先企業

や公社の業務に密接に関連する業務を行う企業に出資を行い、その経営に対し一定

の発言権を確保すること等により、安定的かつ継続的に当該民間企業のサービス等

を受けることができるようにすることとする。
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２　郵便

　(1) 現行郵便制度の骨格

ア　郵便事業の目的

　　郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、

公共の福祉を増進することを目的としている。

イ　商品・サービスの内容

①　郵便物の種類

　　郵便物の種類は、法律上、通常郵便物と小包郵便物に分類され、更に通常

郵便物は、第一種郵便物から第四種郵便物までに分類されている。

　　提供条件については、法律に定めるほか、郵便物の差出し、運送、交付及

び配達に関し必要な事項について省令において定めている。

②　特殊取扱

　　法律上、書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特

別送達、年賀特別郵便その他の特殊取扱を実施する旨規定されている。これ

らの具体的な提供条件については、省令に定められている。

また、法律上明示的に規定されているもののほか、その他の特殊取扱とし

て省令の定めるところにより、翌朝郵便、新超特急郵便、配達日指定郵便、

巡回郵便、新特急郵便、配達記録郵便、保冷郵便、本人限定受取郵便、電子

郵便が実施されている。

【参考】

○現在の郵便物の種類

種 類 内　　容

通常郵便物 第一種郵便物 書状、郵便書簡、第二種から第四種に該当しないもの

第二種郵便物 郵便葉書（通常葉書、往復葉書、小包葉書）

第三種郵便物 郵政事業庁長官の認可を受けた定期刊行物

第四種郵便物 通信教育用、点字等、農産種苗等、学術刊行物

小包郵便物 信書以外の物を内容とし、小包として差し出されるもの

○現在の特殊取扱の種類

法定 書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特別送達、

年賀特別郵便

省令 翌朝郵便、新超特急郵便、配達日指定郵便、巡回郵便、新特急郵便、配達

記録郵便、保冷郵便、本人限定受取郵便、電子郵便

ウ　料金

①　郵便料金は、法律上、郵便事業の能率的経営の下における適正な費用を償

い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものである
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こととされている。

②　具体的な料金額については、原則として第一種郵便物及び第二種郵便物の

料金並びに第四種郵便物のうち点字等を内容とするもの（無料）は法律にお

いて定められ、それ以外のものは省令において定められている。

エ　郵便切手類

①　国の発行

郵便切手類（切手及び料額印面）は、郵便料金の支払いのための証票とし

て国が発行している。郵便制度における郵便切手類の採用は、郵便料金の前

払いを可能とし、全国にあまねく設置された郵便ポストによる郵便物の引受

けの制度（ポスト投函制）と一体となって、利用者に対する郵便の簡便な利

用を保障している。

②　信用の確保

郵便切手類の信用を確保するため、郵便切手類の偽造・模造に対しては罰

則が課されている。

③　寄附金付郵便葉書及び郵便切手の発行

事業の社会貢献策として、社会福祉等公益の増進を図るため、お年玉付年

賀葉書などの寄附金付郵便葉書及び郵便切手の購入者が、当該郵便葉書及び

郵便切手に表示された額の寄附金を社会福祉の増進を目的とする事業を行

う団体等に寄附することを総務大臣に委託する制度を昭和２４年１２月か

ら実施している。

オ　国際郵便

　　国際郵便は、万国郵便条約に基づき行われており、その業務については郵政

事業庁が実施している。

【参考】国際郵便の業務

区分 主な具体的役務

各国の郵政庁（条約上の義務の履行

体）が提供義務を負うもの

○ 基礎業務…通常郵便物、小包郵便物

○ 特別業務…書留、速達、受取通知、国際返

信切手券の引換

条約上にサービスの内容が明記され

ているものの、実際の提供は各国郵政

庁の任意とされるもの

○ 特別業務…保険付、国際返信切手券の販売

○ その他…国際スピード郵便（ＥＭＳ）、国

際電子郵便

条約上にサービスの内容が明記され

ていないもので、サービス内容を含め

て新規に各国郵政庁間で合意して実

施するもの。

○ その他…国際別納（ダイレクトエントリー）

郵便

カ　委託

　　郵便の業務のうち、郵便物の取集、運送及び配達（郵便物運送委託法）、郵
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便切手等の販売（郵便切手類販売所等に関する法律）、郵便物の引受等の郵政

窓口事務（簡易郵便局法）については、国以外の者に行わせることが円滑ある

いは経済的な事業運営に資する場合、国による事業の実施の例外として法律の

定めるところに従い、委託される業務方法の適正さを確保しつつ、契約により

他の者に業務委託することができることとなっている。

(2) 公社化に際しての考え方（郵便事業への民間事業者の参入に関する議論とも関

連するものであり、その結果を踏まえ修正されることもあり得るもの。）

ア　商品・サービスの内容

①　郵便物の種類

郵便物の種類としては、公社が取扱うべき郵便物の種類として一定の規格

の通常郵便物（書状、葉書等）と小包郵便物を法令で規定することとし、さ

らに詳細な郵便物の商品設計は、郵政公社の経営判断により新設・改廃する

ことを可能とする。

その際、提供条件のうち利用者の権利義務に重大な関係を及ぼす事項は法

令で規定した上で、その他の具体的提供条件については、総務大臣の認可を

受けて公社が作成することとする。

②　特殊取扱

公社が提供すべき特殊取扱として、書留、速達、引受時刻証明、配達証明、

内容証明、代金引換及び特別送達を法令に規定するほか、総務大臣の認可を

受けて特殊取扱を提供できることとする。

これら特殊取扱の条件は、総務大臣の認可を受けて公社が作成することと

する。

【考え方】

１　郵便物の種類

公社化後も、国が郵便のユニバーサルサービスの提供を保障するため、公社が取

り扱うべき郵便物の種類として書状、葉書を内容とする通常郵便物及び小包郵便物

について、その規格を法令で明記する。利用者のニーズに機動的に対応出来るサー

ビス体系を公社において設計できるよう、通常郵便物について更に細分化した種類

は設けないこととし、公社において多様なサービスについて新設・改廃することを

可能とする。

利用者保護の観点から、郵便物の取扱方法、損害賠償等、利用者の権利義務に重

大な関係を及ぼす提供条件を法令で規定し、その他の具体的な役務提供条件につい

ては、総務大臣の認可に係らしめることにより、公社の役務提供条件の適正性を確

保する。
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２　特殊取扱

特殊取扱についても、郵便のユニバーサルサービスとして提供を保障すべき取扱

について法令に規定し、引き続き公社に提供を義務付けることとし、その具体的な

提供条件については、その適正性を確保するため、公社が作成して総務大臣の認可

を受けることとする。

イ　料金

①　郵便料金については、収支相償を原則としつつ、公社による料金設定を可

能とする。

②　現在の法定料金のうち、第一種郵便物及び第二種郵便物に相当する郵便物

の料金については、総務大臣の認可に係らしめる。

③　割引料金、特殊取扱等その他の料金については、総務大臣への事前届出制

とし、総務大臣の料金変更命令により料金の適正性を確保する。

【考え方】

１　郵便料金については、変化する社会経済環境の中で、公社が当事者能力をもって

事業経営に当たることを可能とするため、収支相償を原則としつつ、公社による料

金設定を可能とした上で、現在の法定料金については、原則として総務大臣の認可

に係らせる。

２　その他の料金については、事前届出制とするが、事後的に問題が生じた場合には、

総務大臣の料金変更命令を可能とする。

ウ　国際郵便

郵政事業庁が実施してきた万国郵便条約に基づく業務については、引き続

き郵政公社が提供する。また、外国での送達を民間事業者に委託することに

より、相手国郵政庁を介さずに行う国際郵便の役務を、具体的提供条件につ

き総務大臣の認可を受けて提供できるようにする。

【考え方】

１　万国郵便条約の業務を責任を持って履行するため、郵政事業庁が実施してきた条

約に基づく業務については、引き続き郵政公社が提供する。その際、条約において

各国郵政庁が提供義務を負うもの及び条約上提供義務を負わないが国民の利便性

を高める上で重要なものについては、法令により公社に提供を義務づける。それ以

外の条約に基づく業務については、公社が総務大臣の認可を受けて実施する。

２　また、グローバル競争の進展に柔軟に対応し、国際郵便の送達品質へのニーズの

高度化に対応するため、外国における送達を民間事業者に委託することにより、相
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手国郵政庁を介さずに行う国際郵便の役務を、具体的提供条件につき総務大臣の認

可を受けて提供できるようにする。

３　為替貯金

(1) 現行為替貯金制度の骨格

ア　為替貯金事業の目的

国民生活にとって必要不可欠な基礎的な金融サービスである郵便貯金、郵便

為替及び郵便振替（以下「為替貯金」という。）をあまねく公平に提供するこ

とを目的としている。具体的には、郵便貯金は、簡易で確実な貯蓄手段として

あまねく公平に提供することにより、国民の経済生活の安定を図り、その福祉

を増進することを目的としている。また、郵便為替及び郵便振替は、簡易で確

実な送金・債権債務の決済の手段としてあまねく公平に提供することにより、

国民の円滑な経済活動に資することを目的としている。

イ　商品・サービスの内容

為替貯金の商品・サービスの基本的な内容は法律において定められている。

郵便貯金の種類としては、通常郵便貯金、積立郵便貯金、定額郵便貯金、定

期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金の６種類が法定されてお

り、また、郵便貯金は、小口個人を主たる対象とする簡易で確実な貯蓄手段で

あるとの本旨に沿って預入限度額が設けられ、その額は、現在、1人 1,000万

円までとされている。

郵便為替の種類としては、普通為替、電信為替及び定額小為替の３種類が法

定されており、また、郵便振替の種類としては、払込み・振替・払出しの３種

類が法定されている。

なお、万国郵便連合（ＵＰＵ）の郵便送金業務に関する約定や２国間条約に

基づく国際送金業務として、国際郵便為替及び国際郵便振替を行っている。

ウ　利率及び料金

①　郵便貯金の利率

郵便貯金の利率については、法律上の基本原則として市場金利の勘案、預

金者利益の確保、民間金融機関の預貯金金利への配意が定められている。こ

の基本原則に基づいて定められた金利決定ルールに従って、総務大臣が具体

的な利率を決定している。

なお、決定した利率が、民間金融機関の金利形成に強い影響を及ぼす恐れ

がある場合には、内閣総理大臣（金融庁長官）又は財務大臣の求めに応じて、

総務大臣は協議をすることになっている。

②　郵便為替、郵便振替の料金

郵便為替及び郵便振替の料金については、法律上の基本原則として、コス
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ト、経済事情、少額送金の利用者利便の参酌、一般の金融機関の送金又は債

権債務の決済の手数料への配意が定められ、また、金額段階（３段階）別の

法定上限額が定められている。この法律に定める料金設定の枠内において、

具体的な料金を省令で定めている。

なお、公共料金の払込み、多数若しくは定期の取扱い等に係る料金につい

ては、当該取扱いの特質を参酌して省令で定めることとされている。

エ　利用者保護の仕組み

①　国による支払保証

国は、簡易で確実な貯蓄手段である郵便貯金や簡易で確実な送金・債権債

務の決済手段である郵便振替を確実に履行するため、国の直営事業とすると

ともに、これらに国の保証を行っている。

②　印紙税の免除

国民生活に必要な基礎的金融サービスである為替貯金を提供するに当た

り、預金者等の負担の軽減を図るため、郵便貯金、郵便為替、郵便振替に関

する書類は非課税とされている。なお、印紙税法第５条第２号の規定により、

国が作成する文書は非課税とされている。

オ　金融に関するネットワークサービスの提供

①　ＡＴＭ提携の実施

ＡＴＭ提携サービスは、郵便貯金や民間金融機関の預金者等の利便の増進

を図ること目的に、郵便貯金のオンラインシステムと民間金融機関のオンラ

インシステムを相互接続し、郵便貯金の預金者が民間金融機関のＡＴＭ・Ｃ

Ｄを、民間金融機関の利用者が郵便局のＡＴＭ・ＣＤを相互に利用できるよ

うにするもので、平成１１年１月から実施している。

②　国庫金の取扱い

全国津々浦々に設置された郵便局等において、国民生活にとって重要な年

金恩給等の支払や国税等の各省各庁の歳入歳出金の受入れ又は払渡しの取

扱いを実施している。

③　国債窓販その他の業務

国民の健全な財産形成と個人による国債等の所有の促進を図ることを目

的として、昭和 63 年４月から国債の募集の取扱い、元利金の支払等の取扱

いを、国際化の進展に伴う国民のニーズに対応し、住民及び旅行者の利便向

上を図ることを目的として、平成３年 10 月から、外国通貨の両替及び旅行

小切手の売買の取扱いを実施している。

また、高齢期における所得の確保に係る自助努力を支援し、国民生活の安

定と福祉の向上に寄与するための確定拠出年金制度に的確に対応するため、

平成１４年１月（予定）から、郵便局において、同制度への加入申込みの受
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付けのほか、個人型年金の運営管理機関として、加入者に、郵便貯金や簡易

保険に加え、投資信託等の民間金融商品を提示することとしている。

カ　国際ボランティア貯金等の実施

事業の国際貢献策として、民間の発意に基づく海外援助の充実に資するた

め、通常郵便貯金の預金者が、その利子を海外援助活動を行うボランティア

団体に寄附することを総務大臣に委託する制度（国際ボランティア貯金）を

平成３年１月から実施している。

また、日本国内において非常災害が発生した場合における事業の貢献策と

して、郵便振替の加入者がその口座の預り金を救援活動を行うボランティア

団体に寄附することを総務大臣に委託する制度（災害ボランティア口座）を

平成８年９月に創設している。

（補足説明）

郵便貯金の預入限度額については、以下の考え方から公社化後も現行どおりと

する。

【考え方】

ア　郵便貯金の預入限度額は、郵便貯金が小口個人を主たる対象とする簡易で確

実な貯蓄手段であり、国民の経済生活の安定を図るという制度の本旨に沿って

設けられている。また、その水準は、国民の貯蓄ニーズや民間金融機関とのバ

ランス等を考慮して設定している。

※　現在の預入限度額１，０００万円は、国民の平均貯蓄目標額を参考に、郵

便貯金を利用できる上限として設定している。また、信用面（預金保険制度

における保険金額（１，０００万円））、小口預金としての観点（民間預金の

大口・小口の切り分け（１，０００万円））からも民間金融機関との間でバ

ランスを確保している。

イ　こうした郵便貯金の政策目的や預入限度額の趣旨は、公社移行後においても

同様であるため、預入限度額は引き続き１，０００万円とする。

(2) 公社化に際しての考え方

ア　国の保証

郵便貯金及び郵便振替の国の保証については、公社化後も現行どおりとす

る。

【考え方】

事業の実施主体が国から国とは異なる法人格の公社に変わることとなるが、公社

は、①中央省庁改革基本法において国営とされており、国が設置、運営の最終的な

責任を負うこと、②国の事業という位置付けは変わらないこと、③簡易で確実な基
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礎的金融サービスを提供するという政策目的の実現を担うという点においても変

わりがないことから、国による支払保証を引き続き行うこととする。

なお、この点については、中央省庁等改革基本法の国会審議において、「郵政事

業については、今後とも国営を維持することとしていることから、基本的には現行

の国の保証と同様に考えていくことが適当」である旨政府答弁されているところで

ある。

イ　郵便貯金の利率

郵便貯金の利率は、法律に定める利率決定の基本原則の枠内で公社が機動

的・弾力的に定めて総務大臣に届け出る。総務大臣は、必要最小限の関与とし

て利率の変更命令権を持つ。

【考え方】

事業の経営主体である公社の自律的・弾力的な経営を確保するため、郵便貯金の

利率は公社が機動的・弾力的に定めることとするが、その決定に当たっては、

ア　利率決定の基本原則（市場金利の勘案、預金者利益の確保、民間金融機関の預

貯金金利配意）は引き続き、法律に規定する。

イ　公社は、上記アの利率設定の基本原則に基づき、総務大臣の認可を受けて利率

の決定方針を作成する。

ウ　公社は、上記イの利率の決定方針に基づき、機動的・弾力的に利率を決定し、

当該利率を総務大臣に届け出る。

エ　公社の届け出た利率が、不適切であると認められる場合には、総務大臣は、そ

の利率を変更すべきことを命ずることができる。

という仕組みとすることにより、その適正を確保することとする。

ウ　郵便為替、郵便振替の料金

郵便為替、郵便振替の料金は、法律に定める料金設定の基本原則の枠内で公

社が機動的・弾力的に定めて総務大臣に届け出る。総務大臣は、必要最小限の

関与として料金の変更命令権を持つ。

【考え方】

郵便為替・郵便振替は、民間金融機関において提供される同種の業務と競争関係

にあり、国の事実上の独占に属する事業であるとはいえない。このため、現在、郵

便為替・郵便振替の料金設定の基本原則とともに法定されている料金の上限額の法

定は止め、公社が機動的・弾力的に郵便為替・郵便振替の料金を決定できるように

するが、その決定に当たっては、

ア　料金設定の基本原則（物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便参

酌、民間の料金水準への配意等）を法律に規定する。
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イ　公社は、上記アの料金設定の基本原則に基づき、総務大臣の認可を受けて料金

の上限額を設ける。

ウ　公社は、上記イの料金の上限額の範囲内で、機動的・弾力的に、郵便為替・郵

便振替の料金を決定し、当該料金を総務大臣に届け出る。

エ　公社の届け出た料金が、不適切であると認められる場合には、総務大臣は、そ

の料金を変更すべきことを命ずることができる。

という仕組みとすることにより、その適正を確保することとする。

エ　国際郵便為替・国際郵便振替

公社は、総務大臣の認可を受けて、万国郵便連合（ＵＰＵ）の郵便送金業務

に関する約定の非加盟国の国際郵便為替又は国際郵便振替の業務を所管する

機関との間で業務を実施できるようにする。

【考え方】

ＵＰＵ約定や二国間約定に基づいて総務省（郵政事業庁）が実施している業務は、

公社が引き続き実施することとなるが、その一方で、国内事情等により、ＵＰＵ約

定に加盟していないニュージーランド、ロシア等の国との間の国際郵便為替及び国

際郵便振替の業務の実施に対する利用者からの強い要望もある。

この利用者からの要望に応えるため、総務大臣の認可を受けた上で、これらの国

の国際郵便為替又は国際郵便振替を所管する機関との間で国際郵便為替及び国際

郵便振替の業務を行えるようにする。

（参考）

　　ＵＰＵ約定への非加盟国で、総務大臣の認可を受けて国際郵便為替・振替の交換

が想定される主な国としては、ロシア、ニュージーランド、アルゼンチン等がある。
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４　簡易生命保険

　(1) 現行簡易生命保険制度の骨格

ア　簡易生命保険事業の目的

　　無診査、職業による加入制限なし、即時払等の簡易に利用できる生命保険を、

確実な経営によりなるべく安い保険料で提供し、国民の経済生活の安定を図り、

その福祉を増進することを目的としている。

イ　商品・サービスの内容

①　簡易生命保険の種類

　　簡易生命保険の種類として、終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、

財形貯蓄保険、終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険並びに保険と

年金保険の一体型保険を法律で規定している。その詳細については、保険金

又は年金の支払態様等の別に保険約款に規定しており、現在、２７種類の保

険商品を提供している。

　　また、簡易生命保険に付加できる特約として、疾病又は傷害を直接の原因

とする死亡、身体障害、入院等の保障について法律で規定している。その詳

細については、保険約款に規定しており、現在、７種類の特約を提供してい

る。

②　加入限度額

　　被保険者一人当たりの加入限度額を法令で規定している。

ⅰ　保険金　原則１,０００万円（一定の条件に該当する場合は、１,３００

万円まで）

ⅱ　年　金　９０万円

ⅲ　特　約　災害特約及び介護特約１,０００万円、入院保障の特約１,００

０万円

③　保険約款

　　簡易生命保険契約は、簡易生命保険法及び法に基づく命令のほか簡易生命

保険約款によることとされており、保険約款では、保険期間、保険料払込期

間、加入年齢範囲等の簡易生命保険の個別商品の細目的事項及び保険者（国）

と保険加入者との契約条項について規定している。

　　なお、保険約款は、郵政審議会の議を経て総務大臣が定めている。

ウ　保険料

①　保険料の計算基礎等

　　保険料の計算の基礎及び被保険者のために積み立てるべき金額の計算の

方法は、総務大臣が定め、官報に公示することを法律で規定している。これ

らの事項については、保険約款で具体的に定めている。

②　剰余金の分配
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　　「なるべく安い保険料」で簡易生命保険を提供する観点から、保険料の精

算による加入者への還元として、簡易生命保険事業の経営上剰余を生じたと

きは、加入者に分配することを法律で規定している。剰余金の分配方法等に

ついては、保険約款で具体的に定めている。

エ　加入者保護の仕組み

①　国による支払保証

　　国は、簡易に利用できる生命保険を全国あまねく提供する役割を担ってお

り、これを確実に履行するために、国の直営事業とするとともに、保険金等

の支払について国の保証を付している。

②　印紙税の免除

　　簡易生命保険は国民生活に必要な生活保障手段であり、これを提供するに

あたって加入者の負担の軽減を図るため、簡易生命保険に関する書類は非課

税とされている。なお、印紙税法第 5条第 2号の規定により、国が作成する

文書は非課税とされている。

③　保険金等の受取権の譲渡・差押禁止

　　加入者の権利を確保し、その保護を図る観点から、保険金等を受け取るべ

き権利のうち一定のものについて差押えを禁じている。また、同様の観点か

ら、保険金等を受け取るべき権利の譲渡を禁じている。

④　審査申立制度

　　審査申立制度は、簡易生命保険の契約上の権利義務に関する争訟について、

簡易な手続きにより費用を要さずに民事訴訟と同様の解決を図る方法とし

て設けられている制度であり、加入者は、郵政審議会簡易生命保険審査分科

会に審査申立てをすることにより、無料で審査を受け、第三者の判断として

の裁決を得ることができる。

オ　加入者福祉施設

　　簡易生命保険の加入者の福祉を増進するため、必要な施設を設けることがで

きることとなっている。

（補足説明）

簡易生命保険の加入限度額については、以下の考え方から公社化後も現行どお

りとする。

【考え方】

簡易生命保険の加入限度額は、無診査、職業による加入制限なし、即時払等簡

易に利用できる基礎的生活保障手段であるとの本旨に沿って設定している。

現行の保険金の加入限度額である被保険者１人当たり原則 1,000万円は、昭和

52 年の加入限度額改定時に勤労者世帯の世帯主が死亡した場合の遺族の必要生
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活費等を参考に設定され、今日に至っている。

また、簡易生命保険の保険金の加入限度額は、民間生命保険会社の無診査保険

の保険金の加入限度額である被保険者１人当たり原則1,000万円と同じ水準であ

る。

こうした政策目的や制度の趣旨を踏まえ、公社移行後も、簡易生命保険の加入

限度額は、引き続き、現行どおりとする。

(2) 公社化に際しての考え方

ア　国による支払保証

簡易生命保険の国による支払保証については、公社化後も現行どおりとする。

【考え方】

事業の実施主体が国から国とは異なる法人格の公社に変わることとなるが、公社

は、①中央省庁改革基本法において国営とされており、国が設置、運営の最終的責

任を負うこと、②国の事業という位置付けは変わらないこと、③簡易で確実な基礎

的生活保障サービスを提供するという政策目的の実現を担うという点においても

変わりがないことから、国による支払保証を引き続き行うこととする。

なお、この点については、中央省庁等改革基本法の国会審議において、「郵政事

業については、今後とも国営を維持することとしていることから、基本的には現行

の国の保証と同様に考えていくことが適当」である旨政府答弁されているところで

ある。

イ　保険約款

　　保険約款は、総務大臣の認可を受けて公社が作成することとする。

【考え方】

公社移行後、簡易生命保険事業の運営は、国とは別法人の公社が行うこととなる

が、総務大臣は引き続き簡易生命保険事業の政策目的の実現に責任を負うことから、

保険約款の制定には総務大臣の認可を要するものとすることにより、その適正性を

確保することとする。

ウ　保険料の計算基礎等

　　保険料の計算の基礎及び被保険者のために積み立てるべき金額の計算の方

法は、総務大臣の認可を受けて公社が作成することとする。

【考え方】
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公社移行後、簡易生命保険事業の運営は、国とは別法人の公社が行うこととなる

が、総務大臣は引き続き簡易生命保険事業の政策目的の実現に責任を負うことから、

簡易生命保険の保険料の計算基礎及び被保険者のために積み立てるべき金額の計

算方法の決定には総務大臣の認可を要するものとすることにより、その適正性を確

保することとする。

エ　審査申立制度

総務省に設置している審査申立機関（郵政審議会簡易生命保険審査分科会）

に代わる裁判外紛争処理機関を公社に設けることとする。

【考え方】

簡易生命保険事業の実施に係る事務は公社に移行することとされていることか

ら、審査申立機関の在り方についても同様の観点から見直すこととし、現行制度に

代えて裁判外紛争処理機関を公社に設けることとする。
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５　郵便貯金・簡易生命保険の資金運用

　(1) 資金運用の現状

　ア　運用責任

①　資金運用は総務大臣が事業の健全経営を目的とし、確実・有利かつ公共の

利益にも配意しつつ行っており、その運用責任は、総務大臣が負う。

②　運用に係る事務に従事する職員は、職務遂行にあたって、慎重かつ細心の

注意を払い、全力を挙げること及び秘密保持義務等が課されている。

　　イ　運用体制

①　毎年度、総務大臣が郵政審議会に諮問の上、策定・公表する運用計画に従

って、安全・確実性を重視した運用を実施している。

②　フロント、バック、ミドルを分離した運用体制とするとともに、外部人材

の登用にも着手している。

　ウ　運用対象

①　債券を中心に、法律に運用対象を限定列挙している。また、指定単への運

用については、簡易保険福祉事業団に資金を寄託して実施している。

②　政府資金として財投計画・地方債計画の一環として地方公共団体貸付を行

っているほか、預金者・保険契約者に対する貸付を実施している。個人ロー

ン・企業貸付は行っていない。

　エ　リスク管理

①　ＡＬＭ※の観点から、負債特性に合わせた運用期間を選択し、価格変動リ

スク、為替変動リスク、信用リスク等に配意しつつ運用している。

②　経営の健全性を確保する観点から、独立したリスク管理担当を設置し、経

営上のリスクを定量的に把握・分析し、経営に反映している。

　　※資産負債総合管理

　(2) 公社化に際しての考え方

ア　運用責任

資金運用については、事業運営の一環として、公社が責任を負う。また、総

務大臣は、公社による資金運用が適切に行われるよう、必要な関与を行う。

【考え方】

公社移行後、郵便貯金・簡易生命保険事業の運営は公社が行うこととなるため、

資金運用の実施についての責任は、公社が負う。また、総務大臣は、公社による資

金運用について、法令の規定に基づき関与することにより、事業経営の健全性確保

及び預金者・加入者の保護を図る。
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イ　資金運用における国の関与（運用計画の位置付け等）

①　公社が策定する運用計画に基づき資金運用を行うこととする。

②　公社の中期経営計画の一項目として、中期的な運用計画を作成し、総務大

臣の認可を受ける。

③　毎年度の資金配分計画については、公社の作成する年度経営計画の一項目

として定め、総務大臣に届け出る。

④　毎年度の運用実績は、公社の事業報告書の一項目として作成し、総務大臣

は、審議会の意見を踏まえ、その評価を行う。

【考え方】

郵便貯金事業、簡易生命保険事業の健全かつ適切な運営を確保する観点から、総

務大臣は、公社の資金運用について、法令に基づき検査・監督を実施するほか、運

用計画の認可・届出、運用実績の評価等を行う。なお、資金運用は経営の一環とし

て行うものであることから、運用計画は公社の経営計画の一項目として作成する。

ウ　運用対象

①　法律に限定列挙するという基本的な枠組みを維持しつつ、有価証券の範囲

について政令委任する等の制度設計を検討する。

②　公社において指定単への運用を行うこととするとともに、投資一任契約に

よる特定金銭信託の追加等、委託運用の手法の多様化を検討する。

③　財投債の市場外での引受け（経過措置期間７年）及び地方公共団体への貸

付けについて、引き続き実施する。

【考え方】

公社の行う資金運用について、国会が一定の制度的枠組みを与えるという観点か

ら、引き続き運用対象を法定することとする。なお、公社の資金が政府資金でなく

なること、公社の予算が国会の議決を要しないことも踏まえ、公社による自律的・

弾力的な経営を可能にする観点から、年金資金運用基金等を参考に、運用対象等に

係る規定の見直しを行う。

また、公社として、財投改革の円滑な実施や地域への資金還元に配意する必要が

あるため、財投債での市場外での引受け（経過措置期間７年）及び地方公共団体へ

の貸付けについて、引き続き行う。

なお、公社の資金運用については、地方公共団体への貸付等を除き、市場を通じ

て、国債、地方債等に引き続き安定的に資金提供していくこととなる。
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６　その他の主な業務

　(1) 印紙の売りさばき

郵便局では、６種類の印紙（収入印紙、雇用保険印紙、健康保険印紙、自動車

重量税印紙、特許印紙、登記印紙）の売りさばきを行っている（総務省設置法第

４条第７９号及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律）ところであり、公

社においても、現在郵便局で売りさばいている種類の印紙の売りさばきを引き続

き行うことととする。

(2) 国庫金の取扱い

前述第３章３為替貯金(1)オ②のとおり

(3) 国債窓販その他の業務

前述第３章３為替貯金(1)オ③のとおり

(4) その他受託業務

郵便局では、上記の他、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、

日本放送協会、国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員共済組

合連合会から委託された業務、国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱

いに関する業務、旅行小切手の受託販売に関する業務、金融機関から委託された

金銭の受入れ又は払渡し等に関する業務、受託銀行等から再委託された当せん金

付証票の売りさばき及び当せん金の支払又は交付に関する業務及び損害保険会

社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する業務等の受託業務

を行っている。

　公社においては、上記の受託業務を引き続き行えるようにするとともに、本来

業務に支障の無い範囲で、郵便局ネットワークを活用する観点から、郵便事業の

ノウハウを活用するものとして、公社が行うことが適切であると認められる受託

業務を行えることとする。
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第４章　公社化により期待される効果

　第３章までの議論を踏まえ、郵政事業の公社化により大きく変わる点及びこれによ

りもたらされるメリットは以下のように整理されるところであり、このようなメリッ

トが最大限に発揮され、国民利用者の利益の増進が図られることが期待されるところ。

１　公社の業務

（１）機動的・弾力的なサービスの提供等

公社への移行に伴い、商品・サービスの提供条件や料金等従来は法令に規定さ

れていた事項について、公社化後は法令の範囲内で公社が認可等を受けて定める

こととなるとともに、予算等の制約が緩和されることにより、機動的・弾力的な

サービスの提供、料金の改定が可能となり、利用者の利便の向上が図られる。

また、採算性を考慮の上ではあるが、郵便局ネットワークを活用し、ひまわり

サービスの実施等、地域社会への貢献を深めていくこととする。

（２）業務委託の推進

　　　公社の業務について、市場原理に則り外部に委託するほうが効率的な場合には、

積極的に委託を推進することにより、経営の効率化が図られる。

（３）民間企業への出資

　　　公社の業務委託先や公社の業務と密接に関連する事業に対し出資を行えるよ

うにすることにより、経営の効率化やサービスの向上が図られる。

２　公社の運営・管理

（１）中長期的視点に立った経営による業務、サービスの改善

公社の長が４年間の任期の間一貫して経営に専念できる体制がとられること

により、中長期的視点に立った経営が可能となり、国民利用者の視点に立った適

切な業務運営やサービスの改善が図られる。

（２）自律的かつ弾力的な公社経営（企業的経営手法の導入）による経営の効率化等

事業の実施主体が国から公社に移行することに伴い、組織、予算、定員等国の

行政機関であることに起因する制約から外れ、自律的かつ弾力的な経営（企業的

経営手法の導入）が可能となる。これらによって、経営の効率化（独立採算制の

下における事業の健全経営）やサービスの改善が図られる。また、地方組織に柔

軟に権限を委譲することにより、従来以上に地域に密着したサービスの提供を行

うことも可能となる。
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３　公社の財務・会計

（１）企業会計原則の導入

企業会計原則の導入により、郵政事業の｢企業｣としての財政状態・経営成績が

国民にわかりやすい形で開示される（具体的には、企業会計原則の導入により、

従来認識していなかった負債（退職給付引当金等）や資産（棚卸資産、リース資

産等）の計上、発生主義の徹底による期間損益認識の変更、キャッシュフロー計

算書の作成、連結財務諸表の作成等が行われることとなる）。これにより、適切

な業績評価が可能となり、経営責任の明確化、業務運営・サービスの改善に資す

ることとなる。

また、セグメント情報として事業別の財務書類を作成・開示することにより、

性格の異なる事業を兼営する法人としての説明責任が全うされる。

（２） 外部監査の導入

公認会計士等による外部監査の導入により、公社の作成・開示する財務情報の

合規性、合法性が中立的・客観的な会計専門家の立場から確認され、透明性が向

上する。

（３） 予算及び会計に関する統制の緩和

予算の国会議決の対象外となるとともに、国の会計法令の適用から外れること

により、予算の繰越し・移流用、複数年度にまたがる契約など弾力的な業務運営

が可能となり、より効率的な業務運営が図られる。

４　公社の人事制度

（１）経営上必要な人材の採用

公社自らの責任と判断により経営上必要な人材の採用を行うため、公社が採用

試験を実施するとともに、専門能力等を有する民間の人材を積極的に登用するこ

とにより、人的基盤の強化、組織の活性化を図り、もって経営の効率化やサービ

スの向上に資する。

（２）適材適所の人事配置、競争原理による任用等の実現

透明性、信頼性、納得性の高い人事評価を行い、意欲、能力、実績に基づく適

材適所の人材配置、競争原理の働く任用・登用の実現により、職員の意欲を高め、

もって経営の効率化やサービスの向上に資する。

（３）人件費支出における自律性・弾力性の向上
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予算の国会議決の対象外となること等により、公社自らの経営判断による人件

費の弾力的・計画的・効果的使用が可能となり、経営の効率化に資する。

（４）意欲を高めるための給与制度

公社の業績、職員の発揮した能力・実績を反映する給与制度の導入により、職

員の意欲・能力を存分に発揮させ、もって経営の効率化やサービスの向上に資す

る。



52

補論　郵便事業への民間事業者の参入に関する論点

１ 参入の意義と課題

(1) 競争の意義

－競争導入が利用者にもたらす影響（サービスの多様化、料金への影響等）

－競争進展が公社の郵便事業に与える影響（効率化の促進、事業財政への影響等）

(2) 郵便のユニバーサルサービスについて

－ユニバーサルサービスを国が保障すべきか。それとも市場原理に委ねてよいのか。

－ユニバーサルサービスの水準をどう考えるか。

…現在、郵便事業は、一通一通の郵便物を、平日は毎日、均一料金で、全国どこ

ででも引き受けてどこへでも配達

２　具体的検討課題

(1) 現在国の独占である信書について、競争導入の意義及びユニバーサルサービスの確

保の観点から、その自由化についてどのように考えるべきか。

(2) 参入事業者に対して、信書の秘密、取扱事業者の明示、誤配時の処理等利用者利益

を保護するなどの観点からどのような措置を講ずべきか。また、ユニバーサルサー

ビス確保の観点から、参入事業者に対して期待、要請すべき点として何が考えられ

るか。

(3) 公社と参入事業者の間の公正競争条件の整備についてどのように考えるべきか。

(4) 民間参入による競争の導入に対応して、公社も機動的・弾力的にサービス改善を図

ることが可能となるように、料金設定、出資等の面で公社の経営の自由度の拡大を

検討すべきではないか。

(5) 独占の対象である信書の概念及び具体的対象について、関係者によりわかりやすい

制度及び運用とする観点から検討すべき点は何か。

(6) 民間参入を踏まえて、現行の第三種郵便物等の政策的料金減免制度の取扱いについ

てどのように考えるべきか。

(7) 公社の有する郵便ネットワークインフラの参入事業者による有効利用についてどの

ように考えるべきか。

(8) その他



(参考) 

① 郵便事業の現状 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用状況 

ア 総引受郵便物数（平成１２年度） 

２６５億３,０８９万通・個 （対前年度 １．５％増） 

           （国民１人当たり ２１０通・個） 

    

        種  別          通・個数           対前年増加率 

    第１ 内国                    264 億 2,490 万通・個     1.5% 

         １ 通常              261 億 1,442 万通       1.6% 

        (1) 普通通常          254 億 7,007 万通       1.8% 

          第一種（封書）          131 億 5,161 万通       1.9% 

          第二種（はがき）         75 億 1,881 万通       4.0% 

          第三種（認可を受けた定期刊行物）    10 億 8,664 万通      ▲3.2% 

          第四種（通信教育等）                      3,612 万通      ▲3.1% 

          年賀                     36 億 1,518 万通      ▲0.9% 

          選挙                         6,171 万通     ▲27.3% 

        (2) 特殊                      6 億 4,435 万通      ▲5.0% 

       ２ 小包                       3 億 1,048 万個     ▲2.8% 

        (1) 一般                      1 億 5,487 万個       0.6% 

        (2) 冊子                      1 億 5,561 万個      ▲6.0% 

        第２ 国際                      1 億 0,599 万通・個    ▲6.2% 

        １ 通常                          9,592 万通     ▲7.2% 

        ２ 小包                           167 万個     ▲16.7% 

        ３ 国際スピード郵便（EMS）        840 万通      9.7% 

 
イ 配達状況（平成 12 年物数調査結果等） 

    １日当たり配達郵便物数    約７，５７８万通・個 

    １日当たり配達箇所数       約３，０６０万箇所 

                             （全世帯・事業所の 57.1％） 

ウ 郵便物（普通扱いの封書・はがき）の利用構造 

① 郵便物の差出人 

事業所 ８０．０％    私人 ２０．０％ 

② 郵便物の内容 

金銭関係 ２８．５％   ダイレクトメール ２５．９％ 

行事・会合案内 １１．５％ その他(業務用通信 10.5%、消息挨拶 9.0%) 
     注：平成３、６、９、１２年の調査結果の平均。 
 



 
２ 損益状況 

ア 平成６年度以降黒字で推移していたが、平成９年度の消費税率改定の際に郵便

料金を据え置いたこと（毎年約４００億円の負担増）や景気の影響等により、平

成１０年度以降単年度赤字を計上。しかし、効率化等の経営努力により赤字幅は

年々縮小の傾向。平成１２年度末の累積損益は１，２２６億円の黒字。 

 

イ 平成１３年度以降においては、平成１２年度より更に損益を改善し、黒字とな

るよう取り組んでいく考え。 
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② 為替貯金事業の現状 

１ 利用状況 

 ○郵便貯金保有世帯  約３，５８０万世帯 

 ○郵便貯金取扱件数（平成１２年度） 

  

受払等件数 
１日当たり  

受払等件数 

郵貯利用世帯の

１世帯当たり 

利用件数 

郵便貯金 214,802 万件 873 万件/日 59.9 件/年 

郵便振替 132,463 万件 538 万件/日 36.9 件/年 

注：１ 郵便貯金は、通常貯金、定額・定期貯金の合計。 

２ 郵便振替は、払込み、振替、払出しの合計。 

 

２ ＡＴＭ設置状況等 

 

○郵便貯金ＡＴＭ（平成１２年度末）    ２５，５２０台 

○提携金融機関の利用可能ＡＴＭ等    約８９，５００台 

（提携金融機関数 ２，０３２社（平成１３年７月末日現在）） 

（参考）   証券会社ＡＴＭ（提携１３社計）    約６００台 

         生命保険会社ＡＴＭ（提携１０社計）  約７００台 

 

３ 郵便貯金残高 

 

年  度 残  高 

１１（1999）決算 ２６０兆円 

１２（2000）決算 ２５０兆円 

１３（2001）予算 ２３４兆円 

１４（2002）概算要求 ２３０兆円 
 



４ 損益状況 

   平成 10～12 年度の間は、過去に資金運用部に預託した高金利の預託金が満期

となり、収益が大幅に減少することにより３年連続の赤字となるが、平成 13 年度

には、平成２年度及び３年度の高金利の定額貯金が全て満期を迎え、費用が大幅

に減少するため、黒字に転ずる見通し。 

 

 
 

注：１ 10～12 年度の赤字は、過去に資金運用部に預託した高金利の預託金が満期を

迎え、現在の低金利の預託金に振り替わったため、預託金利子収入が大幅に減

少したことなどによるもの。 

２ 10～14 年度は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係

る特別措置に関する法律（平成 10 年法律第 137 号）第 2条の規定により、旧国

鉄長期債務処理に協力するため、前年度からの積立金を各年度 2,000 億円減額し、

合計１兆円を一般会計へ特別に繰り入れることとなっている。 
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③ 簡易生命保険事業の現状 

 

１ 利用状況 
 

○ 簡易保険利用世帯 約２，９００万世帯 
 

○ 保有契約（平成１２年度末） 

保 有 契 約 種 類 保 有 契 約 件 数 （ 万 件 ） 

終 身 １,２１０ 
定 期 ２９ 
養 老 ６,６５９ 
 普 通 養 老 ３,４０４ 
 特 別 養 老 １,２５９ 
 学 資 １,２５９ 
 そ の 他 ７３８ 
そ の 他 ６４ 

保 
 
 
険 

合 計 ７,９６２ 
年 金 ７１４ 
合 計 ８,６７６ 

（注）四捨五入のため、計算上不一致のところがある。 
 
 
２ 損益状況 

平成１２年度は、保険料収入等の収益が増加したものの、満期保険金の増加等

により、費用が収益を若干上回って増加したため、剰余金は前年度に比べ７３

億円減の１,７３６億円を計上。平成１３年度も安定的に剰余金発生の見込み。 
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④　その他の主な業務の現状

○　印紙の販売

収入印紙、雇用保険印紙、健康保険印紙、自動車重量税印紙、特許印紙、登記

印紙の販売

・販売額：２４，９０１億円

○　年金及び恩給の支払その他の国庫金の受払い

恩給、援護年金、福祉年金、厚生年金等、児童扶養手当等の支払、国税、交通

反則金、電波利用料等の受入れ及び国税還付金等の支払

・取扱件数：７，３３５万件

○　国債の募集の取扱い等

国債の募集の取扱い及び元利金の支払

・取扱件数：１１６万件、販売額：２９，２６６億円

○　ＮＴＴ東日本、西日本から委託された業務（公衆電話の維持・管理）

・取扱件数：５，１３５台

○　ＮＨＫから委託された業務（放送受信契約の締結・変更・解約の取次ぎ、放送

受信料の集金）

・取扱件数：１８３万件

○　国家公務員共済組合連合会の長期給付金の支払

・取扱件数：１９０万件

○　旅行小切手の販売
・取扱件数：７万件、販売高：７１８千万円

○　ＡＴＭ提携サービス
　　・提携金融機関数：２，０３７（１３年６月１１日現在）
　　・利用件数：３，９９８万件、利用金額：２４，３６５億円
（郵便局ＡＴＭ利用と提携金融機関ＡＴＭ利用の合計）

　　・資金決済状況（１２年４月～１３年３月の１か月平均）
　　　　郵便局から提携民間金融機関：１，１０１億円
　　　　提携民間金融機関から郵便局：９２９億円

○　宝くじの販売等
　　・販売枚数：５９１万枚、販売金額：１７５千万円

○　原動機付自転車等自賠責保険の受託販売（平成１３年１０月より）

※　下線部は、郵便局においてのみ取り扱いがされているもの。児童扶養手当等に

ついては特別児童扶養手当が、郵便局においてのみ取り扱われている。

※　また、収入印紙、自動車重量税印紙、特許印紙、登記印紙については郵便局又

は郵便局から委託された者においてのみ取り扱われている。

※　取扱件数、額は平成１２年度。




